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建設環境委員会会議録 
 

令和元年１０月１１日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時０４分閉議（実時間１７７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７８号・平成３０年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第８３号・平成３０年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８４号・平成３０年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部長    桑 原 真 澄 君 

  市民環境部次長  稲 本 俊 一 君 

  環境課長     武 宮   学 君 
 
  理事兼 
           山 口 敏 朗 君 
  環境センター管理課長 

  循環社会推進課長 坂 口 初 美 君 
 
  循環社会推進課主幹兼 
           竹 井 公 一 君 
  循環社会推進係長 
 

 建設部長      潮 崎   勝 君 

  建設部次長    楠 本 研 二 君 
 
  理事兼 
           宮 端 晋 也 君 
  建築指導課長 
 

  都市整備課長   一 美 晋 策 君 
 
  理事兼 
           下 村 孝 志 君 
  建築住宅課長 
 

  下水道総務課長  奥 村 勝 己 君 
 
  下水道総務課主幹兼 
           上 村 和 寛 君 
  水洗化促進係長 
 
 
  下水道総務課 
           園 田 哲 次 君 
  経営係長 
 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（増田一喜君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから建設環境委員会を開会いたしま

す。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、これは９月

３０日の本委員会でも報告いたしましたが、ま

ず、一般会計決算の歳出及び各特別会計決算の

歳出の審査については、平成３０年度における

主要な施策の成果に関する調書及び土地開発基

金の運用状況に関する調書に基づいて、また、

各特別会計の歳入の審査については、平成３０

年度八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて

説明を聴取し、監査委員からの審査意見書も含

めたところで質疑を行うことといたしておりま

す。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と
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しております。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査の日程についてですが、事前に配

付の日程表のとおり、審査の進行によっては、

予定している審査項目を来週１６日水曜日の予

備日に繰り越すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第７８号・平成３０年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案３件の審査に入

ります。 

 まず、議案第７８号・平成３０年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第４款・衛生費中、市民環境部関

係分について、市民環境部から説明願います。 

○市民環境部長（桑原真澄君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部の桑原でございます。よろしく

お願いを申し上げます。 

 平成３０年度一般会計決算審査に当たり、市

民環境部が所管いたします主な施策につきまし

て総括をさせていただきます。なお、各事業の

決算については、この後、稲本次長に説明をい

たさせます。着座にて説明をさせていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部長（桑原真澄君） それでは、総

括の内容でございますが、まず、歳出決算の概

要について、次に施策の概要として、環境保全

関連、環境施設関連、環境センター建設事業、

廃棄物処理関連の５点について総括をいたしま

す。 

 まず１点目、歳出決算の概要についてでござ

いますが、平成３０年度における主要な施策の

成果に関する調書──資料がお手元にあるかと

思いますが、厚目のやつのその１の１１ページ

をごらんいただければと思います。１１ペー

ジ、よろしいでしょうか。 

 上段（イ）目的別の款４・衛生費について御

説明をいたします。なお、衛生費欄には健康福

祉部所管分と市民環境部所管分を含めた決算額

が記載されております。 

 衛生費の予算現額は、計の欄でございます

が、１０３億６３９７万２０００円、支出済額

が１００億５００４万１０００円、翌年度への

繰越額が７１６万２０００円となっておりま

す。予算の執行率は９７％、歳出総額に対する

構成比は１５.５％でございます。 

 また、前年度決算額が９４億８０７１万６０

００円でありましたので、前年度比較では５億

６９３２万５０００円、６％の増となっており

ます。これは、環境センター建設の進捗を図っ

たためでございます。 

 次に２点目、環境保全関連でございます。 

 環境基本法でいう典型７公害と言われます事

象の中で、市の自治事務であります騒音、振

動、悪臭対策を実施したほか、市内各事業所な

どと締結しております環境保全協定等を運用

し、良好な生活環境が保全されるよう公害規則

や指導事務等を継続的に実施しております。 

 九州新幹線の騒音・振動につきましては、市

内１０カ所で調査を実施しましたところ、環境

基準の超過が、引き続き確認されましたことか

ら、昨年１０月１１日に結果の公表にあわせ

て、鉄道・運輸機構及びＪＲ九州に対しまし

て、文書で環境基準の達成などについて要請を

行っております。 

 そのほか、地球温暖化対策の一環として、平

成２１年度から取り組んでいる市民の個人住宅
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に対する太陽光発電システム設置費補助につき

まして、平成２９年度からは蓄電池に対する補

助を追加し、再生可能エネルギーの普及ととも

に、その利用促進を図ってきたところでござい

ます。 

 次に３点目、環境施設関連でございます。 

 平成３０年度時点で運用している施設は、斎

場、清掃センター、環境センター、し尿処理施

設、浄化槽汚泥処理施設でございます。 

 斎場は、昭和５５年の供用開始から３８年が

経過しており、老朽化が進んでおりますことか

ら、炉の修繕などを計画的に行い、施設の延命

化に努めております。 

 し尿処理施設は、昭和３５年の供用開始から

５８年が経過しており、最も老朽化が進んだ施

設でございますので、計画的に修繕や改修を行

い、適切な維持管理に努めてまいります。 

 浄化槽汚泥処理施設は、平成１８年の供用開

始で１２年が経過しておりますが、他の施設に

比べ新しい施設と言えます。今後とも、当該施

設に搬入される浄化槽汚泥を適正に処理すると

ともに、処理能力が低下しないよう適切な施設

管理を進めてまいります。 

 次に４点目、環境センター建設事業でござい

ます。 

 委員の皆様も御承知のとおり、環境センター

は、平成３０年７月から市内全域のごみの受け

入れを開始し、１０月から本格稼働に入り、平

成３０年度末の緑地整備をもって、環境センタ

ー建設事業の全てが終了をいたしております。 

 最後に５点目、廃棄物処理関連につきまして

は、平成３０年１０月の環境センター本格稼働

に合わせて、ごみの減量化を初め、環境情報の

発信拠点となるべく、環境センターの施設を利

用した環境学習や施設見学の受け入れを実施し

て、多くの方々の利用を促してきております。 

 また、千丁支所管内の一般廃棄物収集運搬業

務委託契約に関する福岡高等裁判所へ控訴され

ていた２つの事件のうち１件は、勝訴判決が確

定して裁判が終結したものの、１件は最高裁判

所へ上告をされております。 

 同じく熊本地方裁判所で審理されておりまし

た関連する事件も、勝訴判決が確定して裁判が

終結したものの、新たな裁判も提起されました

ことから、引き続きの対応が必要となっており

ます。 

 このほか、二見と昭和にあります旧クリーン

アメニティの産廃処分場に関しましては、平成

３０年７月に新たな管理契約書を締結し、維持

管理会社による施設改修や維持管理業務が行わ

れております。 

 最後に、中北町の清掃センターにつきまして

は、平成３０年６月までは通常どおりの管理運

営を行い、その後、環境センターの供用開始に

伴い、４３年間の役目を終え、閉鎖いたしてお

ります。 

 閉鎖後は、施設を適正に管理するために、償

却施設閉鎖工事、侵入者防止対策工事などの保

全対策・安全対策工事、清掃センター内に残さ

れたごみや汚水の適正処理を行ったほか、不要

となった缶プレス機やプラスチック製容器包装

物の圧縮減容機などの機器類の売却を行ってお

ります。 

 以上で説明を終わりますが、市民環境部が所

管する環境分野への施策につきましては、環境

課、循環社会推進課、環境センター管理課の３

課が相互に連携を図り、市民の皆様の毎日の生

活と大きなかかわりを持っている業務であるこ

とをしっかりと認識し、さらなる本市の環境行

政の推進に努めてまいります。 

 以上、市民環境部が所管します一般会計決算

の総括とさせていただきます。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民環境部の稲本でございま

す。本日はよろしくお願いいたします。それで
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は、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） まず、平成

３０年度における主要な施策の成果に関する調

書（その１）及び平成３０年度一般会計歳入歳

出決算書を用いまして、市民環境部所管分の衛

生費に関する主要な事業につきまして、説明を

させていただきます。 

 主要な施策の成果に関する調書の説明は、ま

ず、票中の左上にある事務事業名を申し上げま

す。そして、事業の内容、決算額、特定財源及

び不用額、今後の方向性の順で順次説明を行い

ます。最後に、決算書で主な流用額の説明を行

います。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

７４ページをお開きください。 

 上段の斎場施設整備事業でございます。 

 この事業は、松崎町にあります八代市斎場の

施設整備に関する事業でございまして、昭和５

５年の供用開始から３８年が経過しており、施

設の老朽化が進んでおりますことから、八代市

斎場延命化構想に基づき定期的な改修を行い、

安定的な施設の運転維持に努めております。 

 決算額は５４０９万７０００円で、火葬炉内

の耐火れんがの全面積みかえと劣化した炉内の

台車と金物類の改修等を行いました火葬炉設備

等改修５０１２万３０００円、火葬設備等保守

点検業務委託４６万４０００円、炉前ホール天

井改修４２万円、事務所操作室空調機取替工事

４１万６０００円が主なものでございます。 

 また、平成２９年度からの繰り越し分、電動

キャリア台車修繕２５６万円でございますが、

火葬炉内にひつぎを入れるための機器であるキ

ャリア台車が、平成２９年１１月に使用不能と

なったため、急遽１１月３０日付で修繕に係る

契約を締結いたしました。しかし、震災の影響

等により、人手や資材の調達ができず、年度内

完了が困難となったため、繰り越しを行ったも

のでございまして、平成３０年４月２５日に修

繕は完了しております。 

 なお、その他特定財源５０００万円は、市有

施設整備基金繰入金でございます。 

 今後の方向性については、施設の延命化計画

に基づき、これまでどおり安定的な運転と維持

管理の継続が必要なことから、現行どおり市に

よる実施としております。 

 下段の狂犬病予防対策事業でございます。 

 この事業は、犬の登録や狂犬病の予防注射済

票の交付及び狂犬病予防の集合注射などを市内

各所の会場にて行うものでございます。 

 決算額は３３３万１０００円で、臨時職員の

賃金や社会保険料１２９万３０００円、獣医師

会畜犬登録事務手数料９２万３０００円が主な

ものでございます。なお、その他特定財源３３

３万１０００円は、犬の登録及び狂犬病予防注

射済票の交付手数料でございます。 

 不用額９０万３０００円生じておりますが、

これは印刷製本費の入札残や郵便料の執行残が

主なものでございます。 

 今後の方向性としては、近年、狂犬病予防集

合注射の利用者は減少しておりますが、動物病

院において予防接種を受ける割合は増加してお

ります。 

 今後も引き続き、接種率の向上を図るため、

現行どおり市による実施としております。 

 次に、７５ページ上段の小型合併処理浄化槽

設置整備事業でございます。 

 この事業は、建設部の所管する事業でござい

ますが、衛生費に属しますので、私のほうから

説明をさせていただきます。 

 この事業は、生活排水による水質汚濁を防止

するため、公共下水道事業や農業集落排水処理

施設事業及び浄化槽市町村整備推進事業などの

事業区域以外の地域において、合併処理浄化槽

を個人で設置する市民に対し、補助を行うもの

でございます。 
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 決算額は５０１１万９０００円で、５人槽か

ら１０人槽までの計１３４基分に対する補助金

４８０３万６０００円が主なものでございま

す。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１７９６

万６０００円、県支出金１６０１万２０００円

を充当しております。 

 また、不用額９１９万４０００円が生じてお

りますが、これは、浄化槽設置見込み１５５基

に対し、実際の設置数が１３４基となったため

であります。 

 今後の方向性についてですが、個人による合

併処理浄化槽設置を後押しする本事業は、人口

が集中する区域以外では、経済的かつ効果的な

支援策でございますので、今後も引き続き推進

していく必要があり、現行どおり市による実施

としております。 

 下段の環境保全対策事業でございます。 

 この事業は、主に公害発生源に対する調査と

して、工場排水や悪臭、騒音・振動等の調査を

実施するものでございます。 

 決算額は５１３万２０００円で、九州新幹線

鉄道騒音・振動調査業務委託１４８万円、大気

汚染監視局維持管理業務委託１３３万５０００

円が主なものでございます。 

 特定財源の国県支出金１７万４０００円は、

県からの権限移譲事務市町村交付金でございま

す。 

 不用額３６万９０００円は、業務委託の入札

残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、市に権限が付与さ

れた公害規制業務を中心に、定期的、継続的に

調査等を実施し、公害の未然防止や環境負荷の

低減に対する継続的な対応が必要なことから、

現行どおり市による実施としております。 

 次に、７６ページをお願いいたします。 

 ７６ページの下段のごみ減量化対策事業でご

ざいます。 

 この事業は、家庭や事業所から排出されるご

みの減量化に向けた啓発活動を行うことによ

り、再資源化と燃えるごみの低減を図るもので

ございます。 

 決算額は３２８万６０００円で、環境学習講

師派遣の謝礼１１万円、市報と新聞に年２回ず

つ折り込んで配布するチラシの印刷製本費９７

万２０００円、生ごみ堆肥化容器等設置助成金

１２０万９０００円が主なものでございます。 

 不用額１０６万２０００円は、生ごみ堆肥化

容器等設置助成金の執行残が主なものでござい

ます。 

 今後の方向性については、八代市環境センタ

ーにおいて、平成３０年１０月から実施してお

ります施設見学につきまして、交通手段がない

ことを理由に施設見学の申し込みを断念される

団体もおられます。 

 今後は、これらの方々の利便性向上に向けた

対応も検討しながら、同時にこの施設を活用し

た体験型の環境学習や市民団体等と協働して行

う環境イベントを開催するなど、エコエイトや

つしろが本市の環境拠点として、より多くの皆

様に利用されるよう、規模拡充し、市による実

施としております。 

 次に、７７ページの上段、環境センター建設

事業でございます。 

 この事業は、老朽化した清掃センターにかわ

り、新たな一般廃棄物処理施設として八代市環

境センターを建設するとともに、これに伴う調

査等の業務委託を行うものでございます。 

 決算額は６４億５７６７万８０００円で、工

事費として、環境センター整備事業であるマテ

リアルリサイクル推進施設、管理棟、車庫棟、

洗車棟、外構、緑地工事については、現年分が

１億１７８５万６０００円、継続費の繰り越し

である逓次繰り越しが２０億３０１４万円、エ

ネルギー回収推進施設につきましては、繰り越

し分の繰越明許費が４２億６１１８万８０００
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円、委託料として現年分の環境影響評価事後調

査業務委託が２００万５０００円、繰り越し分

の環境センター設計施工監理業務委託が２３７

３万円、備品購入費として繰り越し分の重機等

購入費２１１６万８０００円が主なものでござ

います。 

 翌年度への繰越額は７１６万２０００円で、

これは熊本地震の影響で工事期間を延長したこ

とに伴い、環境影響評価事後調査もずれ込み、

令和元年９月まで調査がかかることが理由でご

ざいます。 

 不用額４７２万６０００円は、工事費の入札

残が主なものでございます。 

 なお、特定財源の地方債は、合併特例債で現

年分が１億８１０万円、繰り越し分の繰越明許

費２０億４２００万円、継続費の繰り越しであ

る逓次繰越が１７億５９０万円の合計３８億５

６００万円となっております。これは、熊本地

震の影響で工事期間を延長したのが理由でござ

います。 

 今後の方向性ですが、環境センター建設事業

の工事につきましては、熊本地震の影響により

工期延長を行いましたが、全て完了しておりま

す。 

 ただし、環境影響評価事後調査については、

供用開始後１年かけて実施する必要があるた

め、令和元年９月まで調査がかかることから、

現行どおり市による実施としております。 

 続きまして、７８ページ。 

 ７８ページの下段のごみ処理施設管理運営事

業でございます。 

 この事業は、環境センター供用開始までは、

中北町にある清掃センターにおいて、旧八代市

及び旧坂本村から発生する一般廃棄物を受け入

れ、平成３０年７月から環境センターにおいて

市内全域から発生する一般廃棄物を受け入れ、

適正な処理処分を実施するものでございます。

また、ごみ焼却関連施設や資源化関連施設など

の適正な維持管理を実施しながら、生活環境の

保全と公衆衛生の向上を図るものでございま

す。 

 決算は４億６１７０万８０００円で、清掃セ

ンター分として、焼却処理施設運転管理業務委

託９９７３万９０００円、資源化物処理・資源

化施設管理業務委託９４９万３０００円、焼却

灰等の処分業務委託３７２５万円、プラスチッ

ク製品処分委託２６８万２０００円、資源物減

容機等運転及び資源ストックヤード管理、一般

搬入受付業務委託９３３万１０００円、農産物

枯れ補償金５１１万６０００円が主なものでご

ざいます。 

 また、環境センター分として、エネルギー回

収推進施設運転委託７２９６万７０００円、マ

テリアルリサイクル推進施設運営委託８３９７

万４０００円、残渣資源化委託５０７２万９０

００円、残渣運搬委託１１０３万８０００円、

資源物処理業務委託１２４５万７０００円、施

設清掃委託５０６万６０００円が主なものでご

ざいます。 

 その他特定財源３億５７５８万６０００円

は、環境センター施設使用料２５７万９０００

円、清掃センター分の搬入ごみ処理手数料収入

３３９４万２０００円、環境センター分の搬入

ごみ処理手数料収入１億２３１万８０００円、

有料指定袋処理手数料収入２億２１４８万１０

００円、清掃センター閉鎖に伴う物品売払収入

３８４万円、清掃センター閉鎖に伴う売り払い

金１５２万円が主なものでございます。 

 不用額７６７３万９０００円は、清掃センタ

ーの閉鎖に伴い、高圧受電から低圧受電に変更

したことによる電気料の執行残１０５９万６０

００円、閉鎖後の清掃センター内に残されたご

みの外部処理が、予定より少なかったことによ

る処理業務委託料の執行残１１６８万９０００

円、また、環境センターでの売電量が想定以上

に多かったことによるエネルギー回収推進施設
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の運営委託料の執行残１２２０万９０００円、

その他に業務委託の入札残などが主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性については、環境基準を遵守

し、市内から排出される一般廃棄物の適正処理

を行い、安全かつ安定した施設運営に努め、今

後も環境への負荷低減及び経費の軽減を図る必

要があることから、現行どおり市による実施と

しております。 

 次に、７９ページ上段のごみ処理施設整備事

業でございます。 

 この事業は、市内から発生する一般廃棄物の

適正な処理処分を実施するために、ごみ処理施

設や資源化施設の適切な維持管理のための整備

・修繕を実施するものでございます。特に平成

３０年度は、清掃センターの施設閉鎖後の施設

の維持管理を適正に行うための工事を行ったも

のでございます。 

 決算額は５２６８万２０００円で、清掃セン

ター閉鎖に伴う工事及び業務委託として、清掃

センター焼却設備閉鎖工事１２８４万１０００

円、清掃センター侵入者防止対策工事７５３万

８０００円、清掃センター煙突閉塞改修工事２

９３万４０００円、清掃センター汚水槽処理業

務委託２５７万２０００円のほか、施設整備修

繕としての最終処分場の施設修繕が主なもので

ございます。 

 不用額２６３３万９０００円は、清掃センタ

ー閉鎖後の施設内の汚水処理を、当初は外部処

理を行う計画としておりましたものを環境セン

ターで処理を行ったこと、また、清掃センター

のごみピットに残されたごみの排出作業が予定

より早く済んだことによる執行残が主なもので

ございます。 

 今後の方向性は、環境センターの完成により

最新の設備となり、処理能力が向上したことか

ら、廃棄物の処理が支障なく行えるようになっ

たことから、今後も継続して必要な修繕等を行

い、処理能力の維持保全に努めることが必要と

考え、現行どおり市による実施としておりま

す。 

 なお、清掃センター及び最終処分場の管理に

ついては、本事業より切り離し、令和元年度か

らは塵芥施設維持管理事業として実施してまい

ります。 

 下段のごみ収集管理事業でございます。 

 この事業は、各家庭から排出される一般廃棄

物を、ステーション方式の収集体制を採用する

ことにより、計画的かつ効率的に収集するもの

であります。 

 決算額は３億２０５９万１０００円で、有料

指定袋の作成費５０９６万５０００円、販売手

数料１１７６万円、販売代金収納業務委託１７

３８万９０００円、本庁・各支所所管の収集業

務委託６件を合わせまして２億１８５９万３０

００円が主なものでございます。 

 なお、その他特定財源２５万２０００円は、

一般廃棄物処理業等許可手数料でございます。 

 不用額１２１６万円は、各種業務委託の入札

残及び２台購入予定だったじんかい収集車両が

ディーゼル重量車排出ガス規制により車両価格

が高騰し、１台のみの購入となったことが主な

ものでございます。 

 今後の方向性については、収集業務は既に民

間業者に全てを委託しておりますが、車両管理

業務については民間委託を図るか、市所有車両

の払い下げを行うか検討する必要があることか

ら、市による実施、民間委託の拡大・市民等と

の協働等としております。 

 次に、８０ページ上段の分別収集事業でござ

います。 

 この事業は、各家庭から排出された資源ごみ

をステーション方式で収集することにより、一

般廃棄物の最終処分量の削減及び循環型社会の

形成を図るものでございます。 

 決算額は１億８５３８万９０００円で、本庁
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管内の資源物収集運搬業務委託１億５２１９万

６０００円、鏡支所管内の資源物収集業務委託

２０３１万５０００円が主なものでございま

す。 

 その他特定財源１９４１万４０００円は、再

資源化物販売代金納付金１９４１万３０００円

が主なものでございます。 

 不用額６０万５０００円は、資源物収集運搬

業務委託の入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、ごみ収集管理事業

と同じく、収集業務は既に民間業者に全部委託

しておりますが、車両管理業務の民間委託を図

るか、市所有車両の払い下げを行うか検討する

必要があることから、市による実施、民間委託

の拡大・市民等との協働等としております。 

 続きまして、８１ページ。 

 ８１ページの上段の一般廃棄物収集運搬業務

委託契約訴訟関係事業でございます。 

 この事業は、平成２７年度に本市が実施した

千丁支所管内一般廃棄物収集運搬業務委託に係

る一般競争入札が違法であると、また、平成２

８年３月と平成３０年４月に本市が行ったそれ

ぞれの一般廃棄物収集運搬業許可更新処分が違

法であるとして、本市を被告とする３つの訴訟

が提起されたことにより、対応することとなっ

たものでございます。 

 決算額は４２５万９０００円は、裁判傍聴の

ための普通旅費１６万９０００円と、訴訟事務

委託料としての弁護士費用４０９万円でござい

ます。 

 今後の方向性についてですが福岡高等裁判所

で審理されておりました２つの事件のうち、許

可更新処分取消請求控訴事件、平成２８年許可

につきましては、福岡高等裁判所における本市

勝訴の判決が確定し、裁判が終結しておりま

す。 

 一方の地位確認等請求控訴事件、平成２７年

委託につきましては、相手側から上告手続がな

されており、今後は最高裁判所での審理となる

ものでございます。 

 また、熊本地方裁判所で審理されておりまし

た許可更新処分取消請求事件、平成３０年許可

につきましては、令和元年９月９日に本市勝訴

の判決言い渡しがあり、同月３０日に控訴期限

が経過したことにより熊本地方裁判所での判決

が確定しております。 

 今後は、先月の９月定例会建設環境委員会で

も報告しましたとおり、熊本地方裁判所に提起

された新たな裁判と、最高裁判所での上告審へ

の対応があるため、紛争解決には不可欠なこと

から、現行どおり市による実施としておりま

す。 

 下段のし尿処理施設管理運営事業でございま

す。 

 この事業は、郡築１２番町にございます衛生

処理センターに搬入される生し尿を適正に処理

し、円滑な施設管理を行うものでございます。 

 決算額は、３８６３万円で、施設の電気料６

６２万１０００円、施設運転管理業務委託２４

８８万４０００円が主なものでございます。 

 その他特定財源３０００円は、一般廃棄物処

理事業等の許可手数料収入でございます。 

 不用額１３０万６０００円は、業務委託の入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、施設の老朽化が著

しいこと、また、公共下水道事業や合併浄化槽

の普及などでくみ取りし尿は減少傾向にあるも

のの、今後も永続的な施設処理が必要であるこ

とから、現行どおり市による実施としておりま

す。 

 次に、８２ページ上段の浄化槽汚泥処理施設

整備事業でございます。 

 この事業は、浄化槽汚泥処理施設の維持管理

上の安全性を確保し、機器故障による受け入れ

停止を防ぐため、適正な補修工事等を行うもの

でございます。 
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 決算額は１０９０万８０００円で、機器耐震

化設計業務委託７０２万円や、浚渫業務委託３

８８万８０００円が主なものでございます。 

 不用額３８９万３０００円は、業務委託の入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性については、施設の安定稼働を

図るため、計画的に施設整備を行っていくこと

から、現行どおり市による実施としておりま

す。 

 下段のし尿処理施設整備事業でございます。 

 この事業は、衛生処理センターの維持管理上

の安全性の確保及びし尿の適正処理を行うこと

により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を

図るものでございます。 

 決算額は５８２３万円で、脱硫剤取替修繕２

２１万４０００円、破砕機他点検整備委託２０

５万２０００円、機器耐震化工事４９４６万４

０００円が主なものでございます。 

 特定財源の地方債４６９０万円は、し尿処理

施設整備事業でございます。 

 不用額３０５万６０００円は、業務委託の入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性について、搬入されるし尿は、

公共下水道事業の普及により年々減少傾向にあ

りますが、永続的に発生し、処理していかなけ

ればなりません。本施設の老朽化は著しく、延

命化対策にも限界があり、新施設整備について

も、今後検討していく必要があることから、現

行どおり市による実施としております。 

 次に、８３ページ上段の浄化槽汚泥処理施設

管理運営事業でございます。 

 この事業は、浄化槽汚泥処理施設において、

本庁管内で発生する浄化槽汚泥を適切に処理

し、円滑な施設管理を行うものでございます。 

 決算額は１億１５８２万２０００円で、下水

道使用料１６８５万１０００円、浄化槽汚泥処

理施設運転管理業務委託３０２３万６０００

円、脱水汚泥収集運搬・中間処理業務委託３５

８８万３０００円が主なものでございます。 

 不用額６４３万５０００円は、業務委託の入

札残及び汚泥の発生量が当初の見込みより少な

く、中間処理料が削減できたことが主な理由で

ございます。 

 今後の方向性については、浄化槽汚泥処理の

必要性が今後も続きますことから、現行どおり

市による実施としております。 

 最後に、流用につきまして、決算書を用いて

説明をいたします。 

 なお、流用につきましては、１件１０万円以

上の流用を行った案件について説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、歳入歳出の決算書の１３４ペー

ジ、１３５ページをお開きください。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費の右側備考欄でございます。節１１・

需用費から節１８・備品購入費へ１９万５００

０円流用しております。これは、斎場に設置し

ておりますファクスと湯沸かし器が突発的に故

障しましたことから、新規に購入するため流用

したものでございます。また、節１３・委託料

から節１１・需用費へ１２万円を、節１９・負

担金補助及び交付金から節１１・需用費へ２５

万８０００円を流用しております。これは、火

葬業務で使用します燃料の灯油価格が高騰した

ことにより、予算が不足したため流用したもの

でございます。 

 次に、決算書１３８、１３９ページをお開き

ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目５・塵

芥処理費の右側備考欄でございます。節１２・

役務費から節２２・補償、補塡及び賠償金へ２

８０万９０００円を流用しております。これ

は、消費税率改定に伴う適正な転嫁対策に係る

賠償金の予算ですが、当初予算において、この

転嫁分に係る予算を賠償金ではなく販売手数料

とあわせて役務費に計上したことによるもので
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ございます。 

 同じく次の段の節１３・委託料から節１２・

役務費へ１１９万６０００円を流用しておりま

す。これは、有料指定袋の販売手数料の取り扱

いで、当初予算では、消費税を販売手数料２円

に含むものとして、いわゆる内税として計上し

ていたものを、実際には外税として取り扱う必

要があったため、不足が生じ流用したものでご

ざいます。 

 最後に、節１５・工事請負費から節１９・負

担金補助及び交付金へ５９万４０００円流用し

ております。これは、清掃センター閉鎖に伴

い、高額な電気基本料を抑えるための高圧受電

設備の切りかえ工事を行っており、当初予算で

は、工事請負費で計上しておりましたが、九州

電力との協議の結果、工事請負費ではなく負担

金での支出となったため流用したものでござい

ます。 

 以上をもちまして、市民環境部所管の決算に

関する説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

○委員（髙山正夫君） ２つちょっとお伺いし

たいと思います。調書その１の７５ページ、こ

れはお尋ねですけども、九州新幹線鉄道騒音・

振動調査業務委託ということで１４８万ですか

ね、これについては、市のほうで、こういった

新幹線ができた後に調査するのは市のほうでや

るということで、何か協定かなんかで決まって

たんでしょうかというのが１点と。 

 それと、環境アセスですね。７７ページの環

境衛生評価後の調査ということで、もう９月に

は終わってると思いますけども、どのような感

触か、ということで、その２点お尋ねしたいと

思います。 

○環境課長（武宮 学君） 環境課の武宮でご

ざいます。どうぞよろしくお願いしておきま

す。 

 委員御質問の第１点目、九州新幹線鉄道騒音

・振動調査業務委託について協定で決まってい

たのかというような御質問でございますが、本

調査業務につきましては、平成２５年度から調

査をしておりまして、あくまで協定ではなく、

地元沿線にお住まいの住民からの要望、それと

御批判の声、そういうことを受けまして、市独

自で業務委託を組んで、調査を継続してるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗君）

 御質問のほうが、環境センターの環境影響評

価事後調査業務について９月で終わっているけ

れども、その結果はどうだったかというところ

で、まず、環境影響評価事後調査業務っていう

のはですね、まず、環境センターを建設するに

当たり、その前に環境アセス──要は環境影響

評価を行います。その中で、環境的に問題がな

いということで評価されまして、事業に入って

るところでございますが、実際それを建設した

後、それから工事の建設中、それから稼働して

からということで調査を行ってるところです。 

 で、その工場を稼働してからの結果で申し上

げますと、影響評価の調査、最初の調査のとお

り、特に環境のほうへの影響の評価は、問題は

出ていないということで、速報のほうでは来て

おります。ただ、３月末に最終的な報告書が出

てまいりますので、そこでの最終的な判断とな

りますけども、今の速報では、問題は起きてな

いというところで報告を受けとるところでござ

います。 

 以上でございます。（委員髙山正夫君「あり

がとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません
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か。 

○委員（大倉裕一君） 同じく、済いません、

環境保全対策事業、７５ページの九州新幹線関

係の騒音測定の関係ですが、２５年から測定を

市独自でやっていただいて、市民の要望に応え

ていただいているということは、非常にありが

たく評価をしたいというふうに思っておりま

す。 

 また、そのデータについてもですね、測定終

了後に各議員のほうには情報提供という形でい

ただいておりまして、こちらのほうにもです

ね、情報共有化という点では評価をしておりま

す。 

 ただ気になるのが、そのデータをいただいて

はおりますが、依然として解決がなされていな

い、騒音結果がですね、基準値を超えている状

況が継続して起きているというのが非常に気に

かかるところでありまして、先ほど総括の中で

も部長のほうからありましたけれども、測定結

果について、基準値を超えているということで

要望を関係機関にやっておりますということで

したが、そのＪＲさんと何とか機構ですね、そ

ちらのほうの反応というのはどういったものな

んでしょうか。 

○環境課長（武宮 学君） 九州新幹線鉄道騒

音に関するお尋ねでございますが、委員御案内

のとおり、依然として騒音の環境基準を超過し

ている地点がございます。 

 それにつきましては、ＪＲとＪＲＴＴ、いわ

ゆる鉄道・運輸機構のほうに毎年要請をしてい

るところでございますが、本来、新幹線高架橋

構造物についてはＪＲＴＴの所有物、それをＪ

Ｒが借り受けて運行をしているというようなこ

とで、ＪＲＴＴとしては、騒音対策としては、

もう特にできませんというような御回答でござ

います。 

 そこで、ＪＲの対策でございますが、ＪＲと

しましてはですね、ことし２月から３月にかけ

ましても、レールの作製を中心にですね、環境

基準を超えてるところを重点的にレールの作製

をしていただいて、その効果はですね、ある程

度、今年度の調査結果を見る限りあらわれてい

るものというふうに、市として考えておりま

す。 

 今後もですね、レール作製がある程度効果が

あるやに思われますので、環境基準を超過して

いるところはもちろんのこと、そのほかいろん

な苦情が出てるところ、そういうところもです

ね、含めて、レール作製を継続的に、また重点

的に実施していっていただくよう要望をしてい

きたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど、

引き続きのですね、管理監督要望というところ

をお願いしておきたいと思いますが、沿線住民

の方の気持ちになっていただきたいというふう

に思います。やっぱ、寝られんとばいたってお

っしゃる方々がたくさんいらっしゃるっていう

ことを念頭に置いていただいた活動に期待をし

たいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） ７６ページのごみの減

量化対策、これについては環境センター建設以

前からのごみ減量をずっと取り組んできておら

れましたが、そのころ５０グラムを各家庭でっ

ていう、その努力目標に掲げてありましたが、

その効果というのはどのようになっております

か。現在また新しくなって、またふえとりゃし

ませんどか。どんな取り組みになっております

か。 

○循環社会推進課長（坂口初美君） 循環社会

推進課の坂口でございます。 

 今、委員からお尋ねのありました１日１人５

０グラムの減量をということは、ごみ非常事態
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宣言ということで市民の方に減量をお願いして

きておりました。 

 それで、その当時は、中北町にあります清掃

センターの老朽化というのが原因、もとになり

まして、そのお願いをしていたところでござい

ますが、清掃センターにおきましてのその減量

化の推移としましては、目標値を４９０グラム

から５０グラム減らして４４０グラムまでとい

う目標を私どもも持ってございましたが、非常

にそれに近いところで環境センターのほうに移

行するという時期を迎えました。 

 それで、年度の比較で申し上げますと、２９

年度末と３０年度末のごみの減量を、八代市、

今度は全体ですね、旧北部ブロックと南部ブロ

ック、全市のごみの排出量全体で申し上げます

と、対前年比で９８.９９％という状態でござ

います。一応全市的にごみの排出量を比較しま

したところ９８.９９％と微減、少しは減って

いるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） 現在説明していただき

ましたけれども、この環境センターが新しくな

った、その時点でですね、やはり減量はやっぱ

りそのまま続けていく必要性があるんじゃない

かなというふうに考えられます。そういったと

ころに関しては、やはり十分気をつけて減量作

戦にやっていただきたいなと思っております。 

 また、ふだんはですね、一般家庭からのです

ね、用水に投げ込む、この何ちゅうか、ごみが

ですね、大分、この残渣みたいなやつでも、か

なり用水に投げ込みが、処理されているという

のが今あります。下流のほうにとりましては、

やっぱりそれが原因で結構詰まったりとかです

ね、いろいろと弊害が出てきておりますので、

そういった面もですね、もう少し上流部分の方

々には注意をしていただければなというふうに

思っております。 

○委員長（増田一喜君） 要望ですね。 

○委員（福嶋安徳君） これは要望でございま

す。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（庄野末藏君） ７９ページのごみ収集

管理事業の中でですね、このごみ袋というの

が、発足当時というのはいろいろ問題があっ

て、料金の設定をされて今日まで来とるけど、

その中で人口減少とか、販売とか、いろんなそ

ういう問題がかなり変動しておると思いますの

で、そこら辺をちょっと説明してもらえればな

と。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗君）

 ごみ袋の有料指定袋の件につきましてはです

ね、旧八代市で導入しましたのは平成１１年度

から、それからもう２０年、そのままの大き

さ、そのままの価格でずっと販売をしてきてお

ります。最近、途中で、今度１０月から消費税

が上がるということで、内々にも検討しました

ところ、消費税の転嫁には値上げはしないとい

うことでも対応はしてるところでございます。

これから、この有料指定袋について、料金の価

格設定でありますとか、そういったものについ

ては、今後検討をやはりしていく必要はあるか

なということでですね、その準備を今始めてる

ところではございます。 

 ちょっと委員の、ちょっと回答に用をなして

いるかどうかちょっとわかりませんけれども、

有料指定袋としては、またこれからもですね、

その使用状況でありますとか、価格であります

とか、その設定でありますというところについ

ては、きちんとまた検討をしていかなきゃなら

ないかなというところを考えてるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（庄野末藏君） この件に対してはです

ね、市民は、もう今度の環境センターができた
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から、安くしてもいいんじゃないかというよう

な要望というか、私たちに何度もそういうこと

を言われるし、個人でその袋を出すという量も

ほとんど減ってきておるだろうという気持ちを

持ってですね、そういう意見を言われただろう

と思います。なるだけですね、そういうことで

価格設定というのは、少し今後考えていただき

たいと、そういうふうに思っております。要望

です。 

○委員長（増田一喜君） 要望ですね。はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ７６ページのごみ減量

化対策事業で、生ごみ堆肥化の容器に対して助

成金、補助金を出す制度がございますけど、今

年度は、それぞれの堆肥化の種類があると思い

ますが、どういった３０年度の申請状況になっ

たのかということをお聞かせいただけますか。 

○循環社会推進課主幹兼循環社会推進係長（竹

井公一君） 循環社会推進課、竹井です。 

 委員御質問の、生ごみ堆肥化容器設置助成金

の３０年度の実績について御説明いたします。 

 助成の対象は２通りございまして、１つが堆

肥化容器──プラスチックなどでつくられる堆

肥化容器なんですが、こちらのほうが５１件の

申請で６１基に対して助成しております。もう

一つが、電気式の生ごみ処理機ですが、こちら

につきましては３７件の申請で３７機に対して

助成しております。合計８８件の申請に対しま

して１２０万９０００円の助成のほうを行って

おるところです。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 済いません。確認です

けど、堆肥化容器のほうは５１件の申請で５１

件ですかね。 

○循環社会推進課主幹兼循環社会推進係長（竹

井公一君） 堆肥化容器につきましては５１件

の申請で、個人でですね、２基とか申請される

場合もございますもんですから、５１件の申請

で６１基になっております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。ごみの減量という取り組みの一つとして、

この生ごみの堆肥化容器の補助制度というの

は、私、非常に有効なものではないかというふ

うに評価をしている一人であります。 

 で、１０６万２０００円ですか、残っている

というのが非常に残念で、もう少しＰＲ活動あ

たりもしっかりやっていただくと同時に、取り

扱われているような団体、そういったところと

協力をしながら、また補助金の内容についても

ですね、補助額を上げるなど、もっと取り組み

やすいような補助制度というんですか、購入し

やすいような補助制度になるような形にされて

はどうかと思うんですけども、そのあたりはい

かがでしょうか。 

○循環社会推進課主幹兼循環社会推進係長（竹

井公一君） 御指摘ありがとうございます。堆

肥化容器に関しましてはですね、昨年度、３０

００円から５０００円へ助成金のほうを上げて

おります。 

 そういったことでですね、助成の対象基数と

しましては、毎年、堆肥化容器で見ますと、８

０基程度ですね、来て、生ごみ処理機で言いま

すと、４０機程度で横ばいな傾向でございま

す。 

 本年度予算残のほうが出ましたのは、上限額

が５０００円に上がりましたことから、堆肥化

容器の助成金額を５０００円で計算しておりま

したところ、実際の申請のほうは１個３０００

円ほどの堆肥化容器の申請が多うございまし

て、ですので、１基当たり１５００円程度の助

成になっております。そういった１基当たりの

ですね、助成金の差額が不用額としてもあらわ

れてるというふうに判断しております。（発言

する者あり）失礼しました。助成金の不用額は

７９万１０００円になります。 
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 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 確認ですが、７９ペー

ジのステーション方式についての確認なんです

けれども、地域によってはですね、このステー

ション方式、確かにこれが一番いいんだと思う

んですが、家の前にずらーっと１点ずつです

ね、並べてあるようなところがあるんですが、

そういったところに対して、業者さんのほうか

らですね、こやんやり方じゃ、私たちはずうっ

と１個ずつ集めにゃいかんという、そういった

業者さんのほうからの、これ、どやんかしてく

れんかという要望と、それと、このステーショ

ン方式の徹底といいますか、そういったところ

に対して、市の何か助言とかいうの、どのよう

にされてるのか、お聞きしたいんですけれど

も。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗君）

 ごみ収集のステーション方式についてお答え

します。 

 まず、基本的には、ごみの集積というのはス

テーション方式で、町内会から申請があった場

所に、我々──委託業者のほうが収集に行くと

いうシステムをとっております。ただ、合併を

いたします前、鏡町につきましては、路線収集

という収集方式が残っておりまして、協議の中

ではですね、その中でどうしていくかというこ

とで、そのままの制度を活用したら、ちょっと

混乱を招くだろうということで、そのまま今の

状況まで来ております。 

 路線収集については、やはり市民にとっては

すごく便利なところもあるということでです

ね、今後、収集業務の委託業者さんとの話もし

ながらですね、また、これはやはり排出される

市民のほうが優先的な考え方を持つべきかと私

は思っておりますので、そこについては、地元

のほうともちょっと話をさせていただきながら

ですね、今後変更できるかどうか。やはり一概

には、どうしても今まで、合併前からそういう

方式をそのまま踏襲しとるもんですから、ルー

ルとして、一気に決めるわけにいかないと思っ

ておりますので、今後検討していく必要がある

かなと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） 確認できました。 

 それと、見た目の問題なんですが、ずっと置

いてあることによってですね、大体朝出しても

昼ごろに収集に来られるもんですから、その間

にやっぱり猫とか、カラスとかがですね、毎回

散らかして、毎回片づけておられるところがあ

るんですけども、片づけてないところもあっ

て、そこのもんがちょっと出される方がです

ね、このマナーとして、何かネットをかけると

か、あるいは容器に入れて出すとかですね、そ

ういったところは市のほうから、こういう点を

してもらえないかという、そういうことはでき

ないんでしょうか。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗君）

 集積所の管理につきましては、町内会のほう

にお願いしてるところでございます。ただ、や

はり出されるマナーというのがなかなかこう、

皆さんにはなかなかこう伝わらなくてですね、

マナー違反の方も結構いらっしゃるということ

で、どうしても出し方が悪かったりとかです

ね。 

 今、結構ネットをかぶせておられる人がいら

っしゃいますけど、そういうとこがありました

ら、我々現場に出向きまして、町内会のほうと

も話をさせていただいてですね、協力のお願い

したりしとるところではございます。 

 ただ、どうしても時期をずらして出される方

とか、我々の収集のほうも、できるだけ早く収

集をしたいんですけど、どうしても１日２００



 

－15－

０カ所の集積所を回ってるもんですから、どう

しても時間的には朝から夕方までかかるという

ことで、その時間のずれの間に、収集が終わる

前に、猫に食い荒らされるということがござい

ますのでですね。収集の業務委託の業者と、ま

た地元ともいろいろお話をさせていただきなが

らですね、改善をしていかなきゃいけないかな

ということは思ってるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。御検

討よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） まず、７８ページ、ご

み処理施設管理運営事業の中の農産物枯れ補償

金、これは、中北町の焼却施設から煙がです

ね、出て、農作物を枯らしたというような内容

であったというふうに思ってます。予算につい

ては、もう私も認めた一人ですので、内容につ

いては了解をしてるわけですけれども、きちん

と焼却施設を使って処理がなされれば、この金

額、５００万超える金額という税金もですね、

使われなくて済んだというふうに思っておりま

すので、きちんとした運営をやっていきたいと

いうような部長の最初の総括の中にもありまし

たけども、まさにそのようにきちんとしたです

ね、管理運営を行っていただきたいというふう

に意見として申し上げておきます。 

 それから、７９ページのごみ収集管理事業の

一番下の今後の方向性の枠の中で、市が車両を

貸与しているという内容について検討を重ねま

すという内容が書いてあります。 

 まさしく、私もこの部分については見直しを

する必要があるというふうに思っています。ど

ちらかというと、車両の払い下げで対応すべき

だというふうな思いを持っておりますので、こ

の点については、今後の検討をですね、注視を

させていただきたいというふうに意見として申

し上げておきます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で第４款・衛生費中、市民環境部関係分につい

てを終了いたします。 

 執行部の入れかわりのために小会いたしま

す。 

（午前１１時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１４分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、第７款・土木費、第１０款・災害復旧

費及び第１２款・諸支出金中、建設部関係につ

いて、一括して建設部から説明を願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部の潮崎でございます。 

 それでは、議案第７８号・平成３０年度八代

市一般会計歳入歳出決算のうち、建設部が所管

いたします歳出決算の総括を述べさせていただ

きます。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○建設部長（潮崎 勝君） 平成３０年度は、

第２次八代市総合計画及び八代市重点戦略のス

タートの年であり、さらに熊本地震からの復旧

・復興に向けた八代市復旧・復興プランの３年

目となることから、総合計画で掲げる５つの基

本目標の一つである安全・安心・快適に暮らせ

るまちづくりの実現に向け、社会資本の整備や

耐震化の促進及び施設の長寿命化に向けた対策

など、ハード事業・ソフト事業両面から精力的
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に取り組んでまいりました。本日は、平成３０

年度の取り組みの中から４つの視点に分類し、

総括したいと思います。 

 まず１点目、熊本地震からの復旧・復興に向

けた取り組みでございます。 

 被災から３年目を迎え、八代市が行う社会基

盤整備の応急的な対応は済んだものの、長期間

全面通行どめとなっていました県道八代不知火

線の横江大橋は、平成３１年２月に開通するこ

とができました。さらに、災害時における九州

縦軸のリダンダンシー確保が期待できる南九州

西回り自動車道の津奈木ＩＣ・水俣ＩＣ間も同

年３月に供用開始されました。また、一般住宅

施設に対する地震災害関連の対応として、被災

宅地復旧支援事業、被災私道復旧支援事業など

に取り組んだところであり、八代市復旧・復興

プランの進捗は順調に進んでいるものと考えて

おります。 

 次に２点目、八代市重点戦略の中で、市長が

特に進める５つの重点取り組みの一つである安

全・安心で魅力ある都市を築くを実現するため

に行う幹線道路網の整備でございます。 

 幹線道路ネットワークについては、地域経済

の発展のみならず、災害時の重要な物流道路と

しての観点からも、その重要性はますます高ま

る中、平成２９年４月に供用開始した西片西宮

線では、南側の２工区に着手しており、用地買

収及び移転補償に取り組んだところでございま

す。また、南部幹線においては、平成２９年３

月の市施行区間の供用開始に引き続き、県施行

区間の事業進捗を図っていただくよう、国と県

に強く要望を行いました。 

 さらに、新八代駅へのアクセス強化と東西の

幹線軸形成を目的とした千丁町の新牟田西牟田

線と川田町西の竜西南北１２号線については、

社会資本整備総合交付金を活用し、整備を進

め、平成３０年度末の進捗状況は、新牟田西牟

田線が４６.８％、竜西南北１２号線が９.０％

であり、２路線とも２０２２年度の完成を目指

し、事業進捗に努めてまいります。なお、この

２つの道路は、現在、県が施行中の県道新八代

停車場線とそれぞれが接続することになり、完

成後は国道３号から東西アクセス道路として、

人流・物流への発現効果が期待されることとな

ります。 

 次に３点目、快適な住環境の形成に向けた空

き家対策と景観計画への取り組みでございま

す。 

 空き家の放置は、家屋の老朽化などを原因と

した倒壊や飛散による被害、浄化槽の破損や汚

水の流出、敷地内への不法投棄や植栽の繁茂に

よる害虫の増殖、道路通行への支障など、周辺

に与える悪影響が大きな社会問題となっている

現状を踏まえ、平成２７年に空き家対策特別措

置法が施行されました。 

 そこで本市では、家屋の除去に対する助成を

行う老朽危険空き家等除却促進事業や空き家の

利活用を促す空き家バンク事業に取り組んでお

ります。 

 老朽危険空き家等除却推進事業の実績は、現

年度予算分で３９件、繰越予算分で９件、計４

８件の助成を行っており、周辺の生活環境の改

善に努めております。 

 また、空き家バンク事業では、平成２９年度

から固定資産税納税通知書の発送時に、同事業

の啓発チラシを同封するなど、周知活動に努

め、３０年度末までに賃貸２件、売買１０件、

計１２件の成約実績となっております。 

 さらに、景観計画策定事業では、景観計画策

定委員会の意見を伺いながら、八代市景観条例

案と八代市景観計画案を作成いたしました。な

お、今年度この案をもとに６月定例会におい

て、八代市景観条例を制定し、９月に景観行政

団体に移行したところでございます。 

 最後に４点目、市民生活に密着した要望に対

する取り組みでございます。 
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 市内一円の道路や河川及び公園など、市民に

身近な公共施設に関する維持管理も建設部の重

要な業務でございます。 

 道路維持事業では、延長約１.５キロメート

ルの舗装工事や１４８件の修繕工事を実施し、

市内一円道路改良事業では、工事件数４６件で

約３.４キロメートルの道路改良や舗装工事を

実施し、さらに市内一円河川改修事業では、１

２件の改修工事や７２件の除草や管理業務を実

施しておりますが、年間１０００件近く提出さ

れる建設部への校区要望に対して、市民の皆様

に満足いただける対応ができていない状況にご

ざいます。 

 近年、厳しい財政事情が続く中ではございま

すが、補助金などの確保・拡充とあわせ、施設

の安全性と長寿命化を図り、施行の緊急度を見

きわめる力を持った職員の育成に努め、費用対

効果の観点やコスト縮減対策、設計内容の再点

検など、執行面の工夫にも力を入れてまいりた

いと考えております。 

 以上で平成３０年度一般会計決算における建

設部の総括とさせていただきます。 

 なお、事業ごとの決算の詳細につきまして

は、楠本次長に説明いたさせますので、よろし

くお願いいたします。 

○建設部次長（楠本研二君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部次長の楠本でございます。よろしく

お願いいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（楠本研二君） 平成３０年度八

代市一般会計歳入歳出決算のうち、第７款・土

木費、第１０款・災害復旧費中、建設部関係分

は、平成３０年度における主要な施策の成果に

関する調書（その１）にて、第１２款・諸支出

金中、建設部関係分につきましては、一般会計

歳入歳出決算書にて説明いたします。 

 主な施策の成果に関する調書の説明は、ま

ず、票中の左上にあります事務事業名を申し上

げます。そして、事業の内容、決算額、特定財

源、繰越額、不用額及び今後の方向性の順で順

次説明を行います。最後に、決算書にて主な流

用額の説明をいたします。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

１２８ページをお開きください。 

 まず、上段の老朽危険空き家等除却促進事業

は、老朽化し危険な状態で放置されている空き

家の除却を行う所有者に対して、除却費用の一

部を補助するものです。 

 決算額２７２１万３０００円は、３９戸分の

解体除却補助金が主なものです。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１３４２

万２０００円があります。 

 不用額８８７万円は、交付金の内示減が主な

ものです。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、当事業への申し込みもふえており、周

辺環境の改善効果は確実に上がっていることか

ら、申し込み件数に対応できるように取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 飛びまして、１３１ページをお願いいたしま

す。 

 上段の道路維持事業は、市が管理する道路の

機能保全を目的に、路面や構造物の維持補修並

びに街路樹の維持管理などを行うものです。 

 決算額３億７１７０万７０００円は、補助事

業として、地方創生道整備推進交付金事業で舗

装補修工事を３２５メーター、防災・安全交付

金事業では舗装補修工事１４６０メーター、災

害防除工事８２メーター、視覚障害者誘導ブロ

ック設置工事１４９メーターなど。単独事業で

は、比較的規模の小さな工事や舗装の補修など

の維持工事を２２件、災害防除工事５件、その

他側溝の堆積土砂しゅんせつなど２２件や側溝

ぶたなどの修繕１４８件などが主なものです。 
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 なお、特定財源として、国庫支出金７３９２

万３０００円、地方債１億４５１０万円、その

他特定財源４３１１万円があります。 

 繰越額１億１０９８万９０００円は、国の２

次補正予算成立が年度末となったことが主な理

由です。完成予定は令和２年２月の予定です。 

 不用額４７７万円は、入札残でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、市が管理する膨大な延長の道路を安全

に維持していくために、予算と人員の規模拡充

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 下段の市内一円道路改良事業は、幅員が狭く

離合がしづらい、路肩が崩れて危険であるな

ど、改良が必要な市道を整備し、市民の日常生

活の利便性、安全性の向上を図っております。 

 決算額６億３９５４万８０００円は、道路改

良や舗装などの工事４６件、延長約３.４キロ

メートルの改良が主なものです。 

 このうち国の交付金事業であります社会資本

整備総合交付金では、鏡町の有佐貝洲大江湖

線、千丁町の新牟田西牟田線及び松高校区の永

碇町高島町線の整備に取り組んでいるところで

す。 

 なお、特定財源として、国庫支出金７７７７

万２０００円、地方債４億９２６０万円があり

ます。 

 繰越額２億６０８８万５０００円は、関係機

関との協議、地権者との用地補償交渉に不測の

日数を要したこと、また、国の２次補正予算成

立が年度末となったことが理由です。完成予定

は令和２年３月の予定です。 

 不用額３００万９０００円は、入札残が主な

ものです。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、毎年多くの校区要望が寄せられる中、

現行規模では対応が難しい状況にありますこと

から、効果的、計画的に取り組むとともに、規

模も拡充してまいりたいと考えております。 

 １３２ページをお願いします。 

 上段のシンボルロード整備事業は、新庁舎を

核とした中心市街地のまちづくりを促進し、ま

た、大型クルーズ客船入港に伴うインバウンド

需要にも対応できるにぎわいあるまちとなるよ

う、市の重点戦略と八代おもてなしプランに位

置づけ、新庁舎から本町アーケード街を結ぶ市

道本町一丁目２号線を整備するものです。 

 決算額１０００万円は、計画策定及び測量設

計業務委託１件を実施しております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、中心市街地へ向かう人の流れ

やにぎわいを創出する整備を目指します。 

 下段の橋梁長寿命化修繕事業は、市が管理す

る１８９６橋の橋梁の老朽化が進む中、壊れて

からかけかえるのではなく、早目に予防保全す

ることで寿命を延ばし、トータル的に費用の縮

減を図ろうとするものです。 

 決算額１億５３３０万３０００円は、定期点

検業務委託９件５０８橋や、千丁町の北中ノ丸

今津線１号橋など４橋の補修工事を実施してお

ります。 

 なお、特定財源として、国庫支出金８４３１

万５０００円、地方債２５１０万円がありま

す。 
 繰越額１億６７６万円は、工事着手のための

通行規制協議、地元との調整に不測の日数を要

したこと、また、国の２次補正予算成立が、年

度末となったことが主な理由です。完成予定は

令和２年３月の予定です。 
 不用額１万円は、入札残でございます。 
 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充とし、高度経済成長期に建設された橋

梁の老朽化は確実に進んでおり、公共施設の適

正な保全に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 
 次に、１３４ページをお願いします。 

 上段の市内一円河川改修事業は、未改修の河
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川や老朽化等による護岸崩壊など、整備優先度

の高い河川施設を計画的に改修を進めること

で、未然に河川災害を防止し、市民生活の安全

確保を図るものでございます。 

 決算額４３８７万４０００円は、日奈久新田

町の田ノ川内川など１２件の改修工事や修繕１

２件、千丁町の大鞘川など７２件の除草及び河

川施設等の管理業務委託が主なものです。 

 なお、特定財源として、県支出金１０７５万

７０００円、地方債１６９０万円があります。 

 不用額４８万４０００円は、入札残でござい

ます。 

 繰越額６１２万円は、入札不調により業者選

定がおくれたことから、年度内での完工が困難

となったため、繰り越ししたものでございま

す。なお、令和元年７月に工事は完成しており

ます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、市民生活の安全確保を図るため、計

画的な河川改修を進め、河川災害防止に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 １３５ページをお願いします。 

 上段の八代港県営事業負担金事業は、熊本県

が八代港の利便性向上、船舶運航の安全確保及

び港湾機能充実のために実施する港湾改修事業

等に対し、八代市が費用の一部を負担している

ものでございます。 

 決算額５億１８７万円は、国直轄事業の大築

島南地区の港湾改修が２０分の１の負担金で２

億４６８３万円、大築島南地区以外の港湾改修

が１０分の１の負担金で１億８０３４万円、港

湾補修事業の外港地区における道路補修や堤防

補修及び航路しゅんせつなどが６分の１の負担

金で７２２０万円、海岸堤防等老朽化対策が２

０分の１の負担金で２５０万円でございます。 

 なお、特定財源として、地方債４億３１８０

万円があります。 

 不用額１億９７９８万円は、県営事業負担金

事業において、年度末における事業費精算に伴

う残額でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、八代港港湾計画に沿った施設整備が

着々と推進されるよう、予算の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

 下段の港湾施設改修事業は、市が管理します

日奈久港及び鏡港の港湾施設の改修を行い、港

湾機能の強化を図るものでございます。 

 決算額４２４３万３０００円は、鏡港泊地に

堆積していた土砂のしゅんせつ２０６４平方メ

ートルが主なものです。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１４００

万円、地方債２５２０万円があります。 

 繰越額４３００万円は、シラス漁などの時期

と重なり、漁協との協議に不測の日数を要し、

年度内の完工が困難となったため、繰り越した

ものです。なお、工事につきましては、令和元

年８月に完了しております。 

 不用額５６万７０００円は、入札残でござい

ます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、今後も日奈久港と鏡港の施設改修や

しゅんせつを計画的に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 続きまして、１３７ページをお願いします。 

 上段の景観計画策定事業は、景観形成に関す

る市独自の方針や基準、施策などを定めた八代

市景観計画の案と、その実効性を法的に担保す

る八代市景観条例の案を策定するものです。 

 決算額６１７万４０００円は、八代市景観計

画策定業務委託１件などが主なものでございま

す。 

 不用額５万７０００円は、予定した会議が次

年度へ延期となったことによる会場使用料の残

が主なものです。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、八代市景観計画案の策定事業は３０
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年度で完了し、新たに開始する景観形成支援事

業において、八代市景観条例及び八代市景観計

画に基づき、良好な景観形成のための支援を行

ってまいりたいと考えております。 

 下段の西片西宮線道路整備事業は、西片町の

八代港線と西宮町の国道３号を結ぶ都市計画道

路の整備で、全体延長１０００メートルのう

ち、八代港線から市道上片町上日置町線、通称

二中通りまでの１工区３６０メーター区間が平

成２９年４月に供用開始し、引き続き八代市食

肉センター跡付近までの２工区３５０メーター

の整備に取り組んでいるところでございます。 

 決算額１億２４０５万３０００円は、用地買

収８件、移転補償７件などが主なものです。 

 なお、特定財源として、国庫支出金６５４６

万２０００円、地方債５５５０万円がありま

す。 

 繰越額５０４９万８０００円は、用地買収に

おいて、年度内に用地・建物移転補償契約に至

ったものの、家屋解体などが年度内に完了しな

かったことから繰り越したものです。完成予定

は令和２年１月末の予定です。 

 不用額１１万３０００円は、入札残でござい

ます。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、本路線は、国道３号まで全線開通して

こそ、より効果が発揮されますことから、事業

促進が図れるよう、今後も予算確保に努める必

要があると考えております。 

 １３８ページをお願いします。 

 上段の南部幹線道路整備事業（県事業負担

金）は、市街地中心部の建馬町から八代南イン

ターチェンジ付近の国道３号を結ぶ都市計画道

路の整備で、全体延長５６３０メーターのう

ち、市施行区間が平成２９年３月に開通し、県

施行区間として、建馬町交差点から麦島線まで

の延長９６５メーター区間の整備に伴う県事業

負担金を支出するものです。 

 決算額６０９万８０００円は、県が実施した

用地測量、建物調査及び用地補償に伴う県事業

負担金でございます。 

 なお、特定財源として、地方債５７０万円が

あります。 

 不用額３３４万１０００円は、県の事業量減

に伴う負担金の減額によるものです。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、本路線は全線開通してこそ、より効果

が発揮されますことから、今後も予算確保に努

め、事業促進が図れるよう強く要望していきた

いと考えております。 

 １３９ページをお願いします。 

 下段の市内一円都市下水路整備事業は、主に

都市計画用途区域内の排水路の改良及び維持管

理を行うことで、浸水防除と環境整備に寄与す

るものでございます。 

 決算額５８４０万６０００円は、排水路改良

工事１６件、排水路の修繕２９件などが主なも

のです。 

 なお、特定財源として、地方債４５００万円

があります。 

 不用額８１万３０００円は、入札残でござい

ます。 

 今後の方向性として、市による実施、規模拡

充とし、近年は、農用地の宅地化や住民の高齢

化に伴い、地元による排水路の維持管理が難し

くなり、しゅんせつの要望が年々多くなってき

ていることから、規模拡充が必要と考えており

ます。 

 １４０ページをお願いします。 

 上段の市内一円公園維持管理事業は、建設部

所管の１０１公園の適切な維持管理を行い、市

民の快適な公園利用を図るものです。 

 決算額１億３８１万円は、都市公園清掃等業

務委託、八代城跡公園外樹木管理業務委託など

が主なものです。 

 なお、特定財源として、その他特定財源７７
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０万４０００円がございます。 

 不用額１４５万円は、入札残が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性として、市による実施、民間委

託の拡大、市民等との協働等とし、適切な維持

管理に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、１４２ページをお願いいたします。 

 下段の八千把地区土地区画整理事業は、本事

業は、良好な市街地整備のために、道路や公園

等の整備・改善を行い、宅地の利用増進を図る

もので、平成１２年度より古閑中町の面積４４

ヘクタールの区域を取り組んでおり、進捗率は

平成３０年度で８７.８％でございます。 

 決算額４億２７９２万８０００円は、都市計

画道路や区画道路の築造４９０メーター、建物

や借家人への移転補償２２件などが主なもので

す。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１億４５

１２万７０００円、地方債２億１１２０万円、

その他特定財源として、２００８万円がありま

す。 

 繰越額２６０１万３０００円は、建物移転補

償契約を締結したものの、年度内の移転が困難

となったことから繰り越したものです。なお、

完成予定は令和２年３月末の予定です。 

 不用額７８４５万６０００円は、交付金の内

示減や入札残によるものです。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、今後も引き続き効率的な整備に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 １４４ページをお願いします。 

 上段の公営住宅ストック総合改善事業は、市

営住宅を長く維持し、総合的な建設コストを抑

えることを目的に、八代市営住宅長寿命化計画

を策定し、平成２３年度から取り組んでいるも

のです。 

 決算額６６１５万８０００円は、築添団地、

高島団地の屋上防水工事、麦島団地の屋上防水

工事及び外壁改修工事など３件を実施しており

ます。 

 なお、特定財源として、国庫支出金２５１９

万７０００円、地方債１９４０万円、その他特

定財源２１５６万１０００円があります。 

 不用額１３２万７０００円は、入札残が主な

ものです。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、今後も八代市営住宅長寿命化計画に

基づき、適切な改修に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 少し飛ばしまして、１８１ページをお願いい

たします。 

 ここからは、公共土木施設災害復旧費になり

ます。 

 下段の道路橋梁施設災害復旧事業は、被災し

た道路の舗装やのり面、橋梁等の施設を復旧す

るものです。 

 決算額５０４６万７０００円は、平成３０年

７月の梅雨前線豪雨などによって被災した坂本

町の鎌瀬・瀬戸石線などの災害復旧工事４件や

測量・設計・調査等業務委託５件、土砂撤去な

どの復旧修繕５５件が主なものです。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１４０８

万３０００円、地方債１６１０万円がありま

す。 

 繰越額２３１２万５０００円は、工事着手の

ための通行規制協議、地元との調整に不測の日

数を要し、災害査定を受けてからの発注となっ

たことから年度内の完工が困難になったため、

繰り越したものです。 

 なお、繰越工事につきましては、今年度中、

復旧工事中に増破しました泉町の腰越・平線以

外は、令和元年９月までに完了をしておりま

す。 

 不用額９９７万５０００円は、この予算が、

被災から直ちに概略調査をもとにして計上して
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おりますことから、補助査定や詳細調査の結果

と差異が生じたことが主な理由です。 

 １８２ページをお願いします。 

 上段の河川施設災害復旧事業は、被災した堤

防や護岸などの河川施設を復旧するものです。 

 決算額１４９２万７０００円は、平成３０年

７月の梅雨前線豪雨などによって被災した二見

本町の野中川など、河川施設修繕６件などの復

旧が主なものです。 

 なお、特定財源として、地方債５００万円が

あります。 

 繰越額１５００万円は、日奈久大坪町の大坪

川などの復旧工事で、国の災害査定が１１月上

旬とずれ込み、災害査定を受けてからの発注と

なったことから年度内の完工が困難になったた

め、繰り越したものでございます。繰越工事に

つきましては、令和元年５月に完了をしており

ます。 

 下段の港湾施設災害復旧事業は、被災した船

揚げ場施設や浮き桟橋などの港湾施設の復旧を

行うものです。 

 決算額３９万４０００円は、平成３０年７月

の梅雨前線豪雨によって流出した倒木等が日奈

久港内に漂着したことから、流木等の撤去を行

ったものです。 

 恐れ入りますが、ここで資料の訂正をお願い

いたします。事務事業票中の中段に、台風で被

災と書いてありますが、台風を平成３０年７月

の梅雨前線豪雨に訂正をお願いいたします。申

しわけございませんでした。 

 公共土木施設災害復旧事業の今後の方向性と

して、市による実施、現行どおりとし、今後も

迅速に復旧し、公共の福祉を確保するために取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、款１２・諸支出金について、歳入歳出

決算書にて説明いたします。 

 決算書の２０２ページ、２０３ページをお願

いいたします。 

 上段の款１２・諸支出金、項２・土地開発公

社費、目１・土地開発公社費、節１３・委託料

１５万６０００円は、土地開発公社貸付事業１

件が主なものです。 

 不用額２５万５０００円は、八代市土地開発

公社の事業縮小に伴う理事会費用の削減や九州

地区土地開発公社等連絡協議会からの脱退によ

るものです。 

 続きまして、企業会計繰出金について説明い

たします。 

 決算書の１６６、１６７ページをお願いしま

す。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費、節２８・繰出金１５億５６１０

万円は、下水道事業会計へ繰り出しを行ってお

ります。 

 不用額５０４０万円は、下水道事業会計の前

年度決算状況により減額調整したことによるも

のです。 

 最後に、流用につきまして、流用額が１００

万以上について説明いたします。 

 決算書の１６０、１６１ページをお開きくだ

さい。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費の備考欄１０３万９０００円は、節１

３・委託料より、款７・土木費、項２・道路橋

梁費、目４・橋梁維持費、節１５・工事請負費

へ流用しております。 

 これは、橋梁補修工事において廃棄される鉄

くず等の産廃処分費が増加となるなどにより、

節１５・工事請負費が不足したことから流用し

たものです。 

 次に、１６２、１６３ページをお願いしま

す。 

 目３・道路新設改良費の備考欄１２５万４０

００円は、節１３・委託料より、また、その２

つ下の４１１万２０００円は、節１５・工事請

負費より節１９・負担金補助及び交付金へ流用
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しております。 

 これは、県営事業負担金において、地権者と

の用地交渉が完了したことと、国の２次補正予

算の獲得に伴う事業促進により、一部工事着手

となったため、節１９・負担金補助及び交付金

が不足したことから、それぞれ流用したもので

す。 

 また、１３２５万４０００円は、節１３・委

託料より１０４７万２０００円は、節１７・公

有財産購入費より節２２・補償、補塡及び賠償

金へ流用しております。 

 これは、支障物件の移転補償調査を行ったと

ころ、建物移転補償費等の費用が増大したこと

と、営業補償等の費用が増大したことにより、

節２２・補償、補塡及び賠償金が不足したこと

から、それぞれ流用したものです。 

 次の目４・橋梁維持費の備考欄１０３万９０

００円は、款７・土木費、項２・道路橋梁費、

目２・道路維持費、節１３・委託料より、節１

５・工事請負費へ流用しております。 

 これも、先ほど説明しましたが、橋梁補修工

事において廃棄される鉄くず等の産廃処分費が

増加となる等により、節１５・工事請負費が不

足したことから流用したものです。 

 その下の１５７６万１０００円は、節１５・

工事請負費より節１３・委託料へ流用しており

ます。 

 これは、橋梁点検業務委託において、交付金

の増額内示があり、事業促進により委託の発注

となったため、節１３・委託料が不足したこと

から流用したものです。 

 次に、１６６、１６７ページをお願いしま

す。 

 項５・都市計画費、目２・街路事業費の備考

欄２８１万円は、節１９・負担金補助及び交付

金より節１７・公有財産購入費へ流用しており

ます。 

 これは、西片西宮線道路整備事業において、

平成３０年度より国費率の見直しにより、当該

事業については５５％から５０％となったこと

から、内示率は予算要求より低かったものの、

実質的に事業費がふえたことにより、事業進捗

を図るため公有財産購入費に流用したもので

す。 

 次の１９９万１０００円は、節１９・負担金

補助及び交付金より節２２・補償、補塡及び賠

償金へ流用しています。 

 同様に、西片西宮線道路整備事業において、

先ほどの理由により事業進捗を図るため、補

償、補塡及び賠償金に流用したものです。 

 次に、１７０、１７１ページをお願いしま

す。 

 項５・都市計画費、目５・区画整理費の備考

欄１５０万２０００円は、節２２・補償、補塡

及び賠償金より節１３・委託料へ流用しており

ます。 

 これは、建物の移転補償において、当初の予

定より対象件数がふえたことにより、建物調査

の委託料が不足したことから流用したもので

す。 

 その下の２２３５万円は、節２２・補償、補

塡及び賠償金より節１５・工事請負費へ流用し

ております。 

 これは、道路改良工事において、周辺住民か

ら道路の早期供用開始の要望もあり、早期に完

成することとしたため、古閑中１号線の工事請

負費が不足したことから流用したものです。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上で、午前中の審

議は、第７款・土木費、第１０款・災害復旧費

及び第１２款・諸支出金中、建設部門関係部分

の説明までとして、休憩いたします。午後は１

３時から再開いたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後１時００分 開議） 

○委員長（増田一喜君） 休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 質疑に入ります前に、執行部より発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

○建設部長（潮崎 勝君） 冒頭の私の総括の

中で、路線名を間違えて発言してしまいまし

た。２点目の幹線道路網の整備という項目の中

で、竜西南北１２号線という発言をいたしまし

たが、正式には竜西東西１２号線が正解でござ

います。改めて……、（発言する者あり）済い

ません、竜西南北という表現が間違いで、東西

のほうが正解でございます。改めて訂正させて

ください。 

○委員長（増田一喜君） それでは、午前中に

説明のありました第７款・土木費、第１０款・

災害復旧費及び第１２款・諸支出金中、建設部

関係分について質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） １２８ページの老朽危

険空き家等除却促進事業についてですけれど

も、冒頭部長の総括の中で、３９件実施して、

繰り越しが９件で、延べ４８件の申請があった

ということだったというふうにお聞きをしたわ

けですけども、成果のほうでは３９件、繰り越

し９件というとを今上げてあるんですけど、例

年、予定戸数を上回る申し込みがあったという

ふうに下のほうに書いてあっとですよね。（建

設部長潮崎勝君「はい、はい」と呼ぶ）これ

が、全て計上されているものなのかどうか。ほ

かに予算措置までいかんで、もう予算が切れて

しもうて、ほかにも申請がありましたというよ

うな状況なのか、そのあたりをお聞かせいただ

ければというふうに思います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 私の総括の中で、

繰り越しが９件ですね、現年の３９件、合わせ

て４８件が、この事業で除却したという説明を

したところでございます。 

 毎年度の申し込み状況につきましては、担当

課のほうから説明いたさせます。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） 建築指

導課、宮端でございます。よろしくお願いしま

す。 

 平成３０年度の申し込みの状況を申し上げま

すと、申請件数は８８件ございました。で、国

の補助をいただいてる関係上、国の内示の件数

が３６件でございましたので、その補助件数の

額をもとに事業を実施しております。満額まで

行かない案件もございますので、最終的には３

９件を実施したというところでございます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） かなり市民の皆さんに

浸透がですね、図られてきたんではないかなと

いうふうにも評価ができるとかなというふうに

思ってるところで、個人としては、ぜひとも令

和２年度ですか、今もやっていただいとると思

うんですけど、２年度も事業としてやっていた

だきたいと思っておりますが、国のほうの補助

の中身──何というですかね、補助が来年度ま

で続くのかどうか。単費ではなかなか難しいと

ころもあるのかなというふうにも思うんですけ

ど、そのあたり状況をお聞かせいただけます

か。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） お答え

します。 

 来年度も私どもはこの事業を実施したいと考

えております。予算要求をしていきたいと思っ

ておりますが、国のほうも、そのままあるかと

いうお尋ねでございましたが、今のところ、な

くなるようなお話は聞いておりませんので、引

き続きあるものと考えて準備をしていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） ぜひですね、そのあた

り情報もつかんでいただいて、制度が継続する

ようにお願いをしておきたいというふうに思い
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ますというのが一つの希望であります。 

 それから、方向性のところにですね、体制を

含め全庁的に検討する必要があるという総括を

していただいているんですけど、この示すとこ

ろというのは何を訴えてといいますか、内容を

示しているのかということをお聞かせいただけ

ますか。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） 失礼し

ます。今後の方向性のところで、体制を含めと

いうふうに記述をさせていただいておりますの

は、この空き家除却の促進事業のペーパーでは

ございましたが、空き家につきましては苦情等

が相当数来ております。で、私どもは、今のと

ころは建築基準法に基づいて御指導させていた

だいてるとこですけども、そのほかにも空き家

対策特別措置法ですとか、民法で絡んでくるよ

うなところがございます。そのほかにも、空き

家の建物だけじゃなくてですね、樹木の繁茂で

周辺に影響を及ぼしているとかという問題は、

環境課のほうが主に対応をしてるようなところ

もありますので、全庁的に対応が必要ではない

かというところで記述をさせていただいたとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 確かに限られた職員さ

んの中でですね、よく頑張っていただいている

なというふうには思います。人事課のほうに

も、必要な人員要望というのはですね、しっか

りなされていくべきではないかなというふうに

思いますので、そのあたりはしっかり取り組ん

でいただければというふうにお願いをしておき

たいと思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（髙山正夫君） １３７ページ、西片西

宮線の件でございます。早期に整備でけんかな

という希望の中で質問させていただきたいと思

います。 

 先ほど部長のほうから総括の中で、市長が掲

げる安全・安心、幹線道路、新八代駅アクセス

強化ということで述べられました。このアクセ

ス強化の中で、この西片西宮線も、一応その道

路も入っているのかというのとですね、早く進

めていただきたいという希望の中で、現在用地

交渉の２工区、３工区の状況について大体何％

ぐらい進んでいるかという、そのあたりをお尋

ねしたいと思います。 

○都市整備課長（一美晋策君） 都市整備課、

一美です。よろしくお願いします。 

 まずもって市長の政策の中に入っているのか

ということで、本路線も入っております。 

 それと現在ですね、２工区を整備をさせてい

ただいておりまして、３工区についてはまだ着

手をしておりません。ですんで、３工区はまだ

用地の交渉等も入らせていただいておりません

が、２工区につきましては、現在の面積の割合

でいきますと、平成３０年度末でですね、６

３.１％の取得となってる状況でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（髙山正夫君） ありがとうございまし

た。用地交渉も、なかなか一番難しい作業だと

いうふうに理解しております。御苦労さまでご

ざいます。 

 で、実は、なぜ私が早期にしていただきたい

かというとですね、ちょっと名前を上げて失礼

なんですけど、今現在、村上議員のところまで

ですね、通ってるんですけど、そこまで行きや

すいもんですから、それから３号線に抜ける、

南側にですね、抜けるそこの狭い道路がです

ね、最近、市民の方、抜け道として覚えてこら

れてですね、相当朝から渋滞したりとかです

ね、して、三すくみになったりしてですね、小

さい四つ角あたりではですね、丸尾商店という

のがあるんですけど、できるだけですね、早い

時期にお願いしたいのと、来年度の予算もです
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ね、もうちょっと上げていただいて用地交渉頑

張っていただければというふうに思います。よ

ろしくお願いします。（発言する者あり） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 今の西片西宮線ですけ

ども、今の予算の張りつけ方といいますか、獲

得状況で一体何年度に完成をするんだろうとい

うのが一応気がかりなところです。 

 今、髙山委員からもありましたように、でき

るだけ早く工期といいますか、工事を完了して

ほしいという、それが一番の願いなんですが、

そのあたりどのような展望をお持ちでしょう

か。 

○都市整備課長（一美晋策君） 今、大倉委員

御質問の、いつまでの予定かということで、一

応２工区につきましては、令和３年を目標とさ

せていただいております。ただし、２工区の一

部についてですね、昨年試掘をしたところ、埋

蔵文化財調査が必要ということで確認をされて

おります。で、そこらあたりも調整を図りなが

らですね、目標の令和３年度に向けてですね、

整備が完了するように推進してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） その２工区はよろしい

んですけども、残り３工区ができ上がらんと、

国道３号から臨港線、また新八代駅へのアクセ

スというのが目的を果たさないと思うとですけ

ども、そのあたりはどんなになりましょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） ３工区につい

てですけども、一番国道３号の南端、起点側の

ところがですね、ちょうどバス停等々もありま

してですね、それと３号線に対する交差角もろ

もろというさまざまな技術的な課題もございま

すことから……。（委員大倉裕一君「委員長、

済んません、ちょっと静かにしてもらってよか

ですか、聞こえんもんだけん」と呼ぶ） 

 国道３号の突き当たりにつきましては、交差

点のですね、基準等々もありますことから、ま

ずもってですね、その設計をまず最初しまし

て、交差点の形状をある程度確定した上で事業

の着手に図ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員（大倉裕一君） 今の状況的にはわかり

ました。で、最終的にこの工事の完了という年

度はいつごろを見込んでいらっしゃるんです

か。以前確認したときもかなり延び延び目で来

てたような感じがしよっとですけど。 

○都市整備課長（一美晋策君） 一応ですね、

２工区につきましては、今のところ、先ほど申

し上げましたように令和３年度を目標としてお

ります。で、その後、３工区に入りまして、一

応１工区５年程度を目標にですね、整備を考え

ております。 

 ですので、今のところ、令和８年度を目標

に、３工区全線供用開始ということで今考えて

いるところでございます。 

○委員（大倉裕一君） 同じように南部幹線の

ほうの進捗と将来的な展望もお聞かせいただけ

ますか。 

○都市整備課長（一美晋策君） 南部幹線につ

きましては、総括でもありましたように、県の

ほうで現在事業をされております。で、平成３

０年度の事業費での進捗として４.１１％とい

うことで確認はさせていただいているところで

す。 

 こちらについてはですね、先ほどもありまし

たように、政府要望等で事業費が確保されます

ようにということで、年に２回の政府要望等で

国のほうに要望させていただいておりますの

で、うちのほうとしても、なるべく早い期間で

整備が完了するようにということで願ってると

ころでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません
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か。ないようです。以上で……、（委員大倉裕

一君「ちょっと待ってください。まだほかに聞

きます」と呼ぶ） 

○委員（大倉裕一君） 公営住宅ストック総合

改善事業でお尋ねをしたいと思います。 

 各市営住宅、かなり老朽化が進んできている

というのは、もうお互い、執行部のほうも御認

識されて、延命化対策とかですね、そういった

形を取り組んでおられると思いますが、そこの

団地の皆さんとの意見交換というようなことは

されているんでしょうか。お住まいの方々、か

なり市営住宅に対する要望といいますか、不満

というようなお気持ちもですね、何か募ってい

らっしゃるようなことをお聞きしますが、その

あたりの現状をお聞かせいただければと思いま

す。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築住

宅課、下村と申します。 

 大倉委員御質問の件でございますけれども、

今おっしゃられました各団地の入居者の方たち

と、恐らく集会所等で皆さんと話すというよう

な意味であったと思いますけれども、実際はそ

ういうことはいたしておりません。 

 各団地のほうにはですね、管理人がいらっし

ゃいまして、その管理人の方を通じてですね、

入居者の方の御意見等を聞くというふうな形を

とっております。 

○委員（大倉裕一君） 現状はわかりました。

もうこの程度にとどめますけども、要望とし

て、その市営住宅の団地の中にいらっしゃる管

理人の方と、まずはコミュニケーションがです

ね、十分に図られるような、また、市に対して

要望が言いやすいような状況をですね、つくり

上げていっていただきたいというふうに思いま

す。それがまず第一歩ではないかなと。 

 そういう中から、やはり市営住宅に対する要

望、お住まいの方々の要望というんですかね、

そういったのが出てくると思いますので、そう

いったところも対応していただければというふ

うに思います。 

 済いません。決算書のほうで１６７ページ、

企業会計の繰り出しです。１５億５６１０万円

の繰り出し。毎年繰り出しをされてるというふ

うには認識してるんですが、この繰り出し、も

う少しどうにかならんもんかなというふうにも

思うんですけども、今後の展望をお聞かせいた

だければと思います。 

○下水道総務課経営係長（園田哲次君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水

道総務課の園田です。よろしくお願いします。 

 繰出金について、今後の展望ということです

けれども、繰出金につきましては、下水道事

業、企業会計に２７年度に移行しましてから、

毎年年々削減のほうには努めている状況でござ

います。しかし、基準外繰り入れといいまし

て、ルールに基づかない繰り入れというのをや

っているのも事実でございますので、今後はで

すね、平成２９年３月に八代市下水道事業経営

戦略というのを立てております。それに基づき

まして、基準外繰り入れを削減していくという

ところで努力をしていきたいというふうには考

えております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど

も、その経営戦略に伴って運営をされてるって

いうことから、年々減少の傾向にあられるんだ

というふうにも思いますが、引き続き経営戦略

に基づいて、この基準外繰り出しがなくなっ

て、基準内繰り出し、ひいては企業会計が単独

で運営できるような形になっていただくように

努力していただくようお願いをしておきたいと

思います。 

○委員（北園武広君） 済いません、１２９ペ

ージの空き家バンク事業のほうの、具体的に市

政協力員さんへの説明とかいうのはわかるんで
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すけども、その事業の周知関係ではなくて、ど

のような推進の仕方、また誰がされるのかと

か、そういったのをちょっと具体的に教えてい

ただきたいのが１点と。 

 それと、１４０ページの市内一円公園維持管

理事業の中ですけども、公園関係なんですけど

も、一部やっぱり有料的に使用料を払ってされ

とる公園とかが、グラウンドを兼用してあるか

と思うとですけども、遊具とそのグラウンド関

係の境に、やっぱりどうしても安全面といいま

すか、安全策がとられてないところがあるとで

すけども、そういったところのお考えがどうな

のかというのをお伺いしたいなと。 

 その２点よろしくお願いします。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 空き家

バンク事業でございますけれども、周知の方法

に関しては、今、北園委員が言われましたとお

り、チラシを、固定資産税の年度当初の納付書

発送に合わせて、固定資産を持ってらっしゃる

ところの対象のところには必ずチラシが届くよ

うな形。それと、先月の９月の広報紙で１回広

報いたしましたけれども、今回、実際の利用者

がですね、移住してこられた方が、実際購買さ

れた方がコメントを出させていただきまして、

非常に何か反響が少しあったというふうにお聞

きしております。 

 周知に関してはですね、そういったチラシで

ありますとか、広報紙、それとエフエムやつし

ろでの放送あたりを使いましてですね、最終的

には、これ、事業の定着ができればなというふ

うに考えているところです。空き家になった

ら、すぐその空き家バンクに、目的がなかった

ら登録するという形ができればなというふうに

思っております。 

 ２つ目の、誰がというのは担当者の話、窓口

の話でよろしいですか。（委員北園武広君「い

え、本人が申請しなくてはいけないものなの

か、それとも……」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 挙手、挙手。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 基本的

に御本人の意思が重要であります。所有者の意

思が重要となります。ただ、所有者の中にはで

すね、ちょっとお年を召されて、自分の意思を

ちゃんと表現できない方等いらっしゃいますの

で、そういった方はその代理人という方を、例

えば、成年後見人制度とかなんかで指定された

方だったりですね、御兄弟の方であったり、そ

ういったことはケース・バイ・ケースで受け付

けることができますので、私どものほうに御連

絡いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○都市整備課長（一美晋策君） 委員お尋ねの

２点目の、市内一円公園において遊具とグラウ

ンドの境がちょっと危ないようなところが見受

けられるというようなことでしたけども、現在

のところですね、私どものところに具体にそう

いう意見が届いてないもんですから、数年前に

は日奈久ドリームランドでそういう御意見があ

ったということで安全策等々の対策をさせてい

ただいたところなんですけども、利用者の方々

のですね、御意見等を伺いながら、必要に応じ

てそういう対策を今後講じていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（北園武広君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） １２８ページの民間建

築物耐震化促進事業についてお聞かせくださ

い。 

 この概要の中で、緊急輸送道路沿線建築物の

所有者に対しということで、利用者が一部限定

されるところもあるんですけども、この方々へ

沿線の建築物の所有者ですよという周知はどう

いった方法で行われたんでしょうか。 
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○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） 緊急輸

送道路沿道建築物の耐震化事業についてお尋ね

だと思いますが、この所有者等に個別には御案

内等しているところではございません。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） まずは、その所有者に

緊急輸送道路沿道の建築物に該当するんですよ

というのをお知らせするのが、まず第１番目の

仕事じゃないんでしょうか。そうしないと、万

が一、地震が起きて建物が崩壊し、緊急輸送道

路というところが使えないとなると、せっかく

いろんな運送の網を張っとったりですよ、ネッ

トワークを張っとったりしても、その建物が崩

壊してしまったら意味がないのではないかなと

思うんですけど、いかがお考えでしょうか。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） 失礼し

ます。今現在、把握は実際できておりません

が、前ちょっと調べたときに、それほど多くは

ないというような状況を前の担当者から聞いた

ところではあります。 

 委員さんが御心配いただきますように、万が

一のときに道路の閉塞という状況がないように

という制度ではございますが、今のところです

ね、次の１２９ページにございますけども、要

緊急安全確認大規模建築の耐震化支援事業とい

うのもございまして、これは、特に大きな建物

が地震のときに万一倒れたときに閉塞する等を

考慮したときに、これは耐震診断を義務的に行

っていただいて、その後、耐震性がない場合に

は耐震補強工事をしてくださいと。そこの部分

はお願いにはなるんですが、その工事に対して

補助をするという制度が、こちらでございま

す。 

 先ほどの緊急輸送道路沿道建築物に関しまし

ては、まだそこまでは至ってないという状況

で、制度として設けているというところでござ

います。 

○委員（大倉裕一君） １２９ページのこの要

緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業に該

当する建築物は３件か、４件かというようなお

話を、御報告を何かいただいた記憶を持ってお

ります。それとは別の建築物になるんだろう

と、私は把握してるんですけど、まずはこの所

有者に、これに該当するかしないかというとこ

ろから周知をしていかないと、これは意味がな

いんじゃないかなと私は思いますので、もうこ

れ以上確認はしませんけど、そのあたりも含め

てしっかりとですね、この促進事業が本当に促

進できるように取り組みを進めていただくよう

にしっかり要望しておきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（北園武広君） 先ほどの空き家対策関

係の絡みなんですけども、空き家関係の事業に

ついてはですね、本人さんがおられる部分と、

本人さんが県外もしくはよそにおられて親戚も

いないという状態の老朽化した危険な撤去の促

進事業とバンク等の考え方というのは、やっぱ

りこれにも書いてありますとおり、総合的にで

すね、判断していかないと、特に中心市街地や

ったり、日奈久の町なかもそうなんですけど

も、景観形成の事業とも絡んでまいりますの

で、その辺は庁内全部の部署でですね、検討方

よろしくお願いしたいなというふうに思いま

す。 

 それと、公園の件ですけれども、公園の件に

関しましては、通常無料で市民の方々が使われ

る公園と、使用料を支払って公園を使用される

利用者の方、２通りあるかと思います。やっぱ

りお金を払って、そこを使われる以上はです
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ね、やっぱり安心・安全面といいますか、そう

いったとにも、今後注意を払っていただければ

なというふうに思ってますんで、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） ２点意見を申し上げま

す。 

 １点は、流用についてです。建設部という

と、やはり用地交渉とかですね、財産購入と

か、対市民の方がいらっしゃるということでな

かなか厳しい、思ったように事業が進まない

点、思った以上に進む点とかっていうのがあっ

て、予算の確保、非常に難しい点もあるかと思

うんですけども、極力この流用というのが少な

く済むような予算取りというところをお願いを

しておきたいというふうに思います。それがま

ず１点です。 

 それから、２点目は、部長の総括の中でも触

れられました、市民生活に密接した道路です

ね。校区要望年間１０００近く要望が上げられ

るけども、これに対応ができていないというよ

うな総括をされました。非常にこの点について

は残念でありますし、予算をしっかり確保して

いただいて、まずはその地域に市民として暮ら

す人たちの、そういった生活に密接した道路の

維持補修、そういったところからですね、取り

組んでいただきたい。 

 そういう中において、いろんな施策の道路を

つくっていただくということも必要でしょう

し、いろんな面でバランスというのを、そこが

バランスという形に出てくっとかもしれません

けど、とにかく生活道路の進捗を図っていただ

きたいということを意見として申し上げておき

ます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７８号・平成３０年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分については、

これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 小会いたします。 

（午後１時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３７分 本会） 

◎議案第８３号・平成３０年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８３号・平成３０年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

について、建設部から説明を願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） それでは、議案第

８３号・平成３０年度八代市農業集落排水処理

施設事業特別会計歳入歳出決算及び議案第８４

号・平成３０年度八代市浄化槽市町村整備推進

事業特別会計歳入歳出決算の総括につきまして

述べさせていただきます。着座にて説明させて

いただきます。 

 資料につきましては、八代市特別会計歳入歳

出決算書と主要施策調書（その２）でございま

す。 

 建設部では、衛生的で快適な暮らしを確保

し、川や水の水質を保全していくため、引き続

き面的整備と処理場の老朽化した施設の改築並

びに水洗化の普及促進や経営の安定化、効率化

を図る目的で、公共下水道事業、農業集落排水

処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業を推

進しております。 

 このうち公共下水道事業につきましては、平

成２７年度より特別会計から公営企業会計に移

行し、決算につきましては、平成３０年度八代

市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定を
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さきの９月議会に上程し、御承認をいただいた

ところでございます。 

 したがいまして、本委員会では、農業集落排

水処理施設事業及び浄化槽市町村整備推進事業

の２つの特別会計の決算について御説明させて

いただきます。 

 まず、農業集落排水処理施設事業でございま

すが、東陽町、泉町の農業集落排水処理施設の

適切な維持管理を行うことにより、施設の故障

などを未然に防止し、生活環境の向上を図るこ

とを目的としております。 

 整備率は１００％でございますが、平成３０

年度末の対象戸数７４８戸に対しまして、接続

戸数は６１７戸、接続されている世帯の割合は

８２.４％でありまして、いまだ未接続の世帯

がありますことから、さらなる水洗化普及促進

に努めているところでございます。 

 次に、浄化槽市町村整備推進事業では、東陽

町、泉町の浄化槽市町村整備推進事業区域にお

いて、市が主体となって合併処理浄化槽を設置

し、生活排水処理を行うことにより、当該地区

の生活環境向上を図るとともに、公共用水域の

水質を保全することを目的としております。 

 平成３０年度末の設置基数は４３１基、整備

率は６１.５％でありまして、未設置の世帯が

ありますことから、今後も引き続き水洗化の普

及促進に努めてまいります。 

 なお、平成３０年度末の債務残高につきまし

ては、２つの特別会計合わせて、前年度から４

３４１万２０００円減の４億２０９７万１００

０円でございます。 

 今後も、冒頭申し上げました事業目的の達成

のため、公共下水道事業ともども、さらなる経

営の安定化と効率化に努めてまいる所存でござ

います。 

 以上、平成３０年度決算における建設部所管

分の２つの特別会計分の総括とさせていただき

ます。 

 なお、詳細につきましては、奥村下水道総務

課長より説明いたさせますので、よろしくお願

いいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第８３

号・平成３０年度八代市農業集落排水処理施設

事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成

３０年度における主要な施策の成果に関する調

書（その２）及び決算書を用いまして、御説明

いたします。それでは、着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） お手元の主

要な施策の成果に関する調書の２１５ページを

お願いいたします。 

 農業集落排水処理施設事業でございます。 

 決算額合計は、歳入歳出ともに１億１９２万

円で、実質収支額はゼロ円でございます。 

 次に、２１６ページの上段をお願いいたしま

す。 

 農業集落排水処理施設事業でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の農業集落排水処

理施設の適切な維持管理を行うことにより、施

設の故障などを未然に防止し、生活環境の向上

を図ることを目的としております。 

 平成３０年度の決算額は２９３１万５０００

円で、決算の主な内容といたしましては、施設

電気料３８６万５０００円、マンホールポンプ

４７カ所の電気料３１９万７０００円、マンホ

ール関係６件の修繕料１５５万円、警報装置電

話料１４１万２０００円、汚泥引抜運搬手数料

１７８万２０００円、処理施設管理委託１１５

２万３０００円などでございます。 

 なお、財源としましては、一般会計繰入金３

１万１０００円、使用料２９００万４０００円

でございます。 

 また、不用額が９１６万６０００円生じてお

りますが、主なものは、委託料として計上して

おりました八代市農業集落排水事業最適整備構
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想策定業務委託の内示がなされなかったことに

よる４００万円の減、その他工事請負費、汚泥

引抜運搬手数料等の残などでございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の中心部で実施しており、有効な生活排水

処理であるため、本事業を継続していくとして

いますので、市による実施、現行どおりといた

しております。 

 次に、歳入につきましては、平成３０年度八

代市特別会計歳入歳出決算書を用いまして、御

説明いたします。 

 決算書の１０６ページ、１０７ページをお願

いいたします。 

 決算額につきましては、１０００円未満を切

り捨てて説明いたします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・分担

金、目１・農業集落排水事業費分担金でござい

ますが、市の条例に基づき、使用者にます設置

工事費の一部を負担していただくこととしてお

りまして、１世帯につき１０万円の負担金を徴

収いたしております。平成３０年度は公共ます

設置工事がなく、収入はありませんでした。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・農業集落排水処理施

設使用料では、収入済額が３４９３万６０００

円で、昨年度より９０万円の減となっておりま

す。 

 なお、現年分の収納率は、昨年度より０.５

ポイント減少し、９７.２％でございます。 

 今後とも財源を確保するために、粘り強く使

用料の徴収を行い、収納率の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 項２・手数料、目１・農業集落排水手数料

は、使用料に係る督促手数料で、収入済額２万

１０００円、延べ２１６件分でございます。 

 次に、款３・県支出金の項１・県補助金、目

１・農業集落排水事業費県補助金４００万円

は、八代市農業集落排水事業最適整備構想策定

業務委託の財源とする予定でしたが、令和元年

度に補助がなされることとなりましたので、収

入はありませんでした。 

 次に、款４・繰入金の項１、目１・一般会計

繰入金は、予算額６２１１万３０００円に対し

まして、収入済額が５６４６万２０００円でご

ざいます。前年度より１７５万円の減となって

おりますが、これは、主に元利償還金及び需用

費の減によるものでございます。 

 次に、１０８ページ、１０９ページをお願い

いたします。 

 款７・市債の項１・市債、目１・農業集落排

水事業債は、収入済額が１０５０万円でござい

ます。 

 これは、備考欄に記載しております東陽地区

及び泉地区に係る農業集落排水事業の資本費平

準化債でございます。 

 資本費平準化債とは、元金償還金を繰り延

べ、現在の利用者の負担を和らげ、今後の利用

者にも負担を求めるために発行する起債のこと

でございます。 

 なお、農業集落排水処理施設事業債の元金償

還が５００１万４０００円でございますので、

平成３０年度末の現在高は３億３６４８万１０

００円で、前年度に比べ３９５１万４０００円

減少いたしております。 

 以上、歳入合計収入済額は、１億１９２万円

でございます。 

 以上で議案第８３号・平成３０年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

の説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 総括の中で、７４８戸

が対象で６１７戸の接続というお話がありまし

た。この接続率を上げるために取り組みを３０
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年度も実施されたと思いますが、具体的にどの

ような取り組みをなされてきたのか御紹介いた

だけますか。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 下水道総務課の上村と言います。よろ

しくお願いいたします。 

 今、大倉委員御質問の件ですが、今年度は市

報への折り込み、またエフエムやつしろへの広

報、また特にですね、接続が低い地区につきま

しては集中的に折り込みを入れてですね、水洗

化の促進を図っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 大変お忙しい中ではあ

ると思いますけれども、やはり顔の見える活動

のほうが、より理解を得られるんじゃないかな

というふうな思いもするところです。 

 引き続き接続率の向上に向けて取り組んでい

ただきたいと要望をしておきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終わります。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第８３号・平成３０年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算につい

ては、これを認定するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。（｢ありが

とうございます」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第８４号・平成３０年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第８４号

・平成３０年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計歳入歳出決算について、建設部から

説明願います。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） よろしくお

願いします。着座にて説明させていただきま

す。 

 議案第８４号・平成３０年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につき

まして、平成３０年度における主要な施策の成

果に関する調書（その２）及び決算書を用いま

して御説明いたします。 

 お手元の主要な施策の成果に関する調書の２

１７ページをお願いいたします。 

 まず、浄化槽市町村整備推進事業の決算額で

ございます。決算額合計は、歳入歳出ともに５

１３３万１０００円で、実質収支額はゼロ円で

ございます。 

 次に、２１８ページの上段をお願いいたしま

す。 

 市町村設置浄化槽維持管理費でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、市が主体となって設

置した合併処理浄化槽の適切な維持管理を行う

ことにより、当該地区の生活環境の向上を図る

とともに、公共用水域の水質を保全するもので

ございます。 

 平成３０年度の決算額は２６９２万２０００

円で、決算の主な内容といたしましては、浄化

槽設置基数４３１基のうち、実際に維持管理を

行っている４０７基に係る法定検査手数料１５

９万６０００円、浄化槽保守点検清掃業務委託

２４７０万３０００円などでございます。 

 なお、財源としましては、一般会計繰入金１

３１万２０００円、使用料など２５６１万円で

ございます。 

 また、不用額が１６３万３０００円生じてお

りますが、主なものは、保守点検清掃委託料の
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残などでございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の農業集落排水処理区域外で実施してお

り、有効な生活排水処理であるため、本事業を

継続していくとしておりますことから、市によ

る実施、現行どおりといたしております。 

 次に、下段をお願いいたします。 

 市町村設置浄化槽整備費でございます。 

 この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、合併処理浄化槽を設

置し、生活環境の向上を図るものでございま

す。 

 平成３０年度の決算額は、３７６万１０００

円でございます。決算の内容といたしまして

は、工事請負費３６５万６０００円が主なもの

でございます。 

 なお、財源は、浄化槽整備推進事業県補助金

５５万８０００円、浄化槽整備推進事業債２６

０万円、一般会計繰入金２０万３０００円、受

益者分担金４０万円でございます。 

 また、不用額が１５０万５０００円生じてお

りますが、その主なものは、合併処理浄化槽の

７人槽４基を設置予定としておりましたが、実

際は５人槽４基の設置申請となったことによる

残でございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の農業集落排水処理区域外で実施してお

り、有効な生活排水処理であるため、市による

実施、現行どおりといたしております。 

 資料の訂正で、先ほどの工事請負費のところ

なんですけれども、２１８ページの下の段です

けれども、３基というふうに表示してあります

けれども、実際４基に訂正をお願いいたしま

す。 

 次に、歳入につきましては、平成３０年度八

代市特別会計歳入歳出決算書を用いまして、御

説明いたします。 

 決算書の１２２ページ、１２３ページをお願

いいたします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金でございます

が、合併処理浄化槽を市で設置します際、条例

に基づきまして、１基当たり１０万円の分担金

を徴収いたしております。 

 当初予算額では、浄化槽４基分４０万円の分

担金を計上しており、浄化槽設置工事が４件で

ございましたので、収入済額は４０万円でござ

います。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・浄化槽整備推進事業

使用料は、収入済額２５５８万３０００円で、

前年度より２万２０００円の増収でございまし

た。これは、過年度収入が多かったためです。 

 なお、現年分の収納率は、昨年度より０.１

ポイント減少し、９７.６％でございます。 

 今後とも財源を確保するため、粘り強く使用

料の徴収を行い、収納率の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 項２・手数料、目１・浄化槽整備推進事業手

数料は、使用料に係る督促手数料で、収入済額

１万９０００円は、延べ１９２件分でございま

す。 

 次に、款３・県支出金の項１・県補助金、目

１・浄化槽整備推進事業費県補助金は、３０年

度に設置した浄化槽に対する補助金及び前年度

に設置した浄化槽に対する補助金で、予算額７

４万２０００円に対し、収入済額は７２万１０

００円でございます。 

 款４・財産収入の項１・財産運用収入、目１

・利子及び配当金は、八代市浄化槽市町村整備

推進事業減債基金条例に基づく基金の利子受け

入れ分６０００円でございます。 

 次に、１２４ページ、１２５ページをお願い

いたします。 

 款５・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

は、予算現額２４９１万９０００円に対し、収
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入済額が１９４０万１０００円でございまし

て、前年度より４３２万６０００円の減額とな

っております。 

 次に、目２・基金繰入金の収入済額は、予算

額と同額の２６０万円でございます。 

 この基金は、将来の起債償還の償還財源とす

ることを目的としまして、旧東陽村及び旧泉村

が積み立てていたものを合併により継承したも

のでございます。 

 平成２８年度から２０２０年度、令和２年度

まで減債基金繰入基金として、５年で取り崩し

を行うものでございます。 

 なお、平成３０年度末の基金残高は２０４万

円でございます。 

 次に、款８・市債の項１・市債、目１・浄化

槽整備推進事業債は、予算額４２０万円に対し

まして、収入済額は２６０万円でございます。

これは、泉地区浄化槽整備事業の合併処理浄化

槽設置工事４件に伴うものでございます。 

 なお、浄化槽市町村整備推進事業債の元金償

還金が６４９万８０００円でございますので、

平成３０年度末の現在高は８４４９万円で、前

年度に比べ３８９万８０００円減少いたしてお

ります。 

 以上、歳入合計収入済額は５１３３万１００

０円でございます。 

 以上で、議案第８４号・平成３０年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算の説明を終わります。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（髙山正夫君） お尋ねでございます。

歳入歳出決算書のほうですけど、不納欠損額が

８万１８８０円と出ておりますけど、これは滞

納の執行停止分ですか。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 上村です。 

 今おっしゃられた不納欠損額になります。

（｢執行停止」と呼ぶ者あり）執行停止……。 

○委員（髙山正夫君） この不納欠損というの

は、毎年出るかと思うんですけど、どうです

か、近年の状況としては。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 去年が８万１０００円、その前の年で

２９年度がですね、１７万９０００円というこ

とで、若干上下はありますけども、過年度分に

つきましては、支所の職員と私どもと連携し

て、特に滞納が多い世帯につきましては、訪問

しておりまして、その場合、その時点で分納、

誓約分納をしていただいたり、また、中にはま

とめて支払われる方もありますので、若干ちょ

っと上下……。大体このくらいの金額になる

と。 

○委員（髙山正夫君） 滞納整理については大

変かと思っておりますけれども、引き続き頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。なけ

れば、これより採決します。 

 議案第８４号・平成３０年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につい

ては、これを認定するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 
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 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全て終了いた

しました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午後２時０４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１０月１１日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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